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門田行政局長説明

1

1 3
０
可
。
■
５
０
０
１
■
Ｊ
１
Ⅱ
■
■
８
ｇ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｕ
ａ
■
〃
○
０
Ｊ
日
日
Ｕ
Ⅱ
亨
０
０
０
０
１
■
０
０
■
■
■
８
口
〃
Ｆ

｜
裁
元

’
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
ｊ
９
ｊ
９
Ｊ
Ｉ
Ｊ
０
８
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
ｉ
Ｊ
Ｉ
ｆ
９
Ｉ
ｌ
０
■
日
日
１
凸
Ｉ
９
Ｉ
Ｉ
ｒ
１
Ｉ
Ｉ
ｆ
９
ｆ
ｊ
“
？
０
１
１
１
１
Ｊ
◆
４
１
Ⅱ
９
８
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
Ｂ
１
ｊ
１
ｌ
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
２
ｏ
↑
０
８
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
８
２
１
Ｉ
１
１
０
０
Ｉ
Ｉ
ｉ
０
Ｉ
ｌ
６
０
７
１
ｔ
Ｉ
Ｊ
ｌ

裁判

一=~己寺一戸一一一－一一一▽→－－－字句一一､÷~句毎一一一一一一寸 ■』 士－÷q 一 一一一一一 一一一■

官会議付議2， 3
了承 1

－一一－一コも~毎一一▲－ロ ーー－－－－●画雫一一一一? F－ －－－ ■■ 今一一一一一色一色守一一一一早ユーーー－一一.

果

｜

|一一一

●
秘書

｡一一●●李画勺一宇一一一

課長 大須賀 寛
Ｐ
ｊ
ｌ
Ⅱ
■
■
１
１
０
崖

－一 』＝● 『、一

一一‐－－

－－口ロー■ 口牟狸 司 舎令一一一一一一一.■■ ▽一一一ー一回=■－－ ﾛ ｰ今 中ﾖ
－ヴ－－茸一一一一…ｸﾞ ﾛ 』 P一一一一一→■



事務総局会議資料
（3月込曰開催）

【配布資料】

令和2年度外国出張計画

1 最高裁判事
合計2人

（1）ミャンマー連邦共和国， ラオス人民民主共和国， タイ王国

最高裁判事1人

（2） (1)の随行
裁判官1人

2 国際会議
合計6人

（1） 商事法に関する司法円卓会議（中華人民共和国,約5日間） 【民
事局】 裁判官1：人

（2） フォーダム大学ロースクール主催国際シンポジウム（アメリカ合
衆国，約5日間） 【行政局】 裁判官1人

（3） 国際商標協会(INTA) 2020年次総会（シンガポール共和
国，約3日間） 【行政局】 裁判官1人

(4) 連邦巡回区法曹協会主催のグローバル・シリーズ（アメリカ合衆

国約3日間） 【行政局】 裁判官1人
(5) ミユンヘン国際特許法会議2020 (朕イツ連邦共和国，約3日

間） 【行政局】 裁判官1人

(6) シンガポール経営大学及び広州知財法院等主催の国際会議（中華
人民共和国約3日間） 【行政局】 裁判官1人

瓜



令和2年1月28日の総局会議に付議した令和2年度外国出張計画は，いずれも

これを取り消す。
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事務総局会議（第8回）議事録
i－－－

' 日時｜
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~~－~－－i

場所｜

’-－－－－－－－－－－－－－－－---------------－－－－－－－－__-

令和3年3月9日 （火）午前10時00分～午前10時51分
三
，
０
１
１

,'場所I総局三毒菫一ー’

|EFJ-甲礪窪総檮織”
1出席'中村事務総長村鴎

ユ
I

’

総務局長徳岡人事局長｡氏本経理局長雨曇｜
着 |震兼騨震鰯嶬皇羊礎雷芙羅繼課黒薦，｜_霊長二進丁情報政重課長兼審議官,長崎審議官
一、‐ ． ’

，
P

|議事 1 中間試案の概要について
門田民事局長説明

2家事関係機関との連絡協議会について
手嶋家庭局長説明（資料第1）

’ 3少年関係機関との連絡協議会について
手嶋家庭局長説明（資料第2）

4 首席家庭裁判所調査官事務打合せの開催について
’ 手嶋家庭局長説明（資料第3）
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浮騨言議料皐｛

(令和3． 3． 9家二印）

家事関係機関との連絡協議会について

主催 各家庭裁判所

期日 令和3年4月から令和4年3月までの間で各家庭裁判所の定める日

場所 各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

協議事項家事事件の処理に関して連絡調整を要する事項

１
２
３
４
５

■

協議員 (1)各家庭裁判所の家事事件を担当している裁判官，裁判所書記官，

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

(2) 各家庭裁判所管内に所在する関係自治体，福祉関係機関，医療

関係機関，弁護士会その他協議事項に関連する関係機関又は団体

の職員 各家庭裁判所の定める人数



事務総局会議資料茅2
(ざ月夕日開催）

(令和3． 3． 9家一印）

少年関係機関との連絡協議会について

主催 各家庭裁判所

期日 令和3年4月から令和4年3月までの間で各家庭裁判所が定める日

場所 各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

協議事項少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項

協議員 (1) 各家庭裁判所の少年事件を担当している裁判官，裁判所書記官，

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

（2） 少年関係機関（少年鑑別所，少年院，保護観察所，児童相談所，

児童自立支援施設等の少年保護関係機関，学校，教育委員会等の

教育関係機関，警察関係機関，検察庁その他協議事項に関連する

関係機関又は団体）の職員 各家庭裁判所の定める人数

１
２
３
４
５

■



事務総局会議資料薬3
(ざ月尹曰開催）

(令和3． 3． 9家三印）■■■

首席家庭裁判所調査官事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 令和3年5月21日 （金）

開催方法テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所の所在地

を管轄する家庭裁判所を接続する方法により開催する。
協議事項高等裁判所の所存仙券替鮭ナス壼底銘判'百芹,7，苦吟＝ｰ垂､I"‘＝…_一一高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官

１
２
３

4

が行う調整事務に関し考慮すべき事項

各高等裁判所の所在地を管轄する実度裁判所の昔麿毒底挫平1,百鳫言田本を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査協議員5

官

家庭裁判所判事

8人

4人

12人

参列員6

合計





事務総局会議資料茅1
(3月I$日開催）

【配布資料】

言 一に、ける裁判所 職員(裁判官腿 W修の実施に関する重要な事項の再変達 について

1 中央研修

変更の内容

(1) 管理者層を対象者とするもの

ア管理業務系

中止

2本中1本を中止

中止

2本中1本を中止

中止

イ研修事務系

期間短縮して実施

(2) 中間管理者層を主な対象者とするもの

ア管理業務系

ｊ
１
回
回
３
２
全
全
く
く
止
止
中
中

中止

イ研修事務系

中止(全2回）

中止(全4回）

(3) 主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系

家事は期間短縮して実施
少年は書記官につき中止,家裁
調査官につき期間短縮して実施

民事(全2回)と刑事中止
家事は期間短縮して実施

中止(全S回）

杣
一
祉
一
祉
一
杣

期間短縮して実施

1

研修の対菖雷す (’
、‘

りI 彦名）

首席書記官

首席家裁調査官

事務后 長

次席書記官,次席家裁調査官，
事務局次長等

次席家裁調査官等

首席暑喜記官研究会
茎

E 席家庭野 91一■
ー

月
ｰ

T

■■

■■

句

助

ユ，査官研究会
｡ ●

ー

偉
■■■
ー

q■■罫務局：
■■■■■

目＝ =Ⅱ

墨印 :究会

管理者研究会

次席家庭裁判所調査官等研究
今
云

高裁次長,高裁首席書記官,首
席家裁調査官 研修計画協議会

主任書記官,主任家裁調査官，
課長補佐等

主任書記官,主任家裁調査官，
訟廷管理官,課長等

主任家裁調査官

中間管理者研修I

中間管理者研修Ⅱ

主任家庭裁判所調査官研修

研修の企画,実施を指導する立
場にある者

書記官研修(高裁委嘱)講師予定
者

研修指導研究会

実務指導研究会

書記官,家裁調査官(担当分野）

書記官(担当分野）

家裁調査官(テーマ又は執務経
験）

速記官(テ字マ）

執行官(テーマ又は執務経験）

実務研究会(家事,少年）

実務研究会(民事刑事)，特
別研究会(家事）

家庭裁判所調査官特別研修

家庭裁判所調査官応用研修

速記官中央研修

総括執行官研究会

執行官実務研究会

新任執行官研修



I

2

研修の対象者 (研修名）

係長等(担当分野）
係長等(総務,人事,会計担
当)研修

研修事務担当係長等 研修事務担当者研修

新採用職員(総合職） 総合職採用職員初任研修

情報セキュリティ対策事務を担当
する管理職員

情報化推進の役割を担当する職
員

裁判事務支援システム(簡裁民
事･支払督促･高裁刑事･簡裁刑
事事件部分)の導入事務を担当
する職員

情報セキュリティ研修

情報処理研修

裁判事務支援システム(簡裁
民事｡支払督促･高裁刑事･簡
裁刑事事件部分)導入研修

採用試験事務を担当する管理職
員等 採用試験事務担当者研究会



2高裁委嘱研修

変更の内容

|(1)管理者層を対象者とするもの

一部の高裁が実施

|(2)中間管理者層を対象者とするもの

期間短縮して実施

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系
← ■

中止

一部の高裁が実施

|イ事務局事務系
期間短縮して実施

中止

|(4)事務官層を対象者とするもの
● 己

中止

一部の高裁が実施

ﾗ）新採用職員層を対象者とするもの

期間短縮して実施

3自庁研修

研修の対象者 (' 修名） ｜ 変更の |容

(1)事務官層を対象者とするもの
■ 夕

中止

(2)新採用職員層を対象者とするもの

(変更なし）

(変更なし）

(3)最高裁,高裁又は地家裁の実情に応じて実施(期間,参加者は
実施庁において定める｡高裁が自庁及び管内地家裁所属職員を対
象として実施することがある｡）

(変更なし）

3

研修の対象者 (研修名）

次席家裁調査官等
次席家庭裁判所調査官等実務
研究会

新たに主任書記官主任家裁調
査官,課長補佐等に任命された
者

新任中間管理者研修

書記官(執務経験）

家裁調査官(主任家裁調査官を
含む｡）(テーマ）

書記官ブラッシュアップ研修

家庭裁判所調査官実務研究会

新たに係長に任命された者 新任係長研修

事務官(執務経験,担当分野） 事務官専門研修

事務官(執務経験）
ジヤンプアップ研修

事務官法律研修

’
［ 新採用職員(総合職を除く｡） 新採用職員研修

事務官(執務経験）
● ●

ステップアップ研‘彦

採用後1年程度の職員 フオローアップセミナー

採用直後の職員 フレッシュセミナー

LH■ 。

JU ハ
ロ



4委託研修

…
(研

け ‘

； 窪 目）

5研究

書記官,家裁調査官の合同による実務研究

書記官による実務研究

家裁調査官による実務研究

【参考】

1書記官養成課程第一部第1フ期及び第二部第16期

10月1日から総研に参集し,在宅学修に対するフオローアップの授業や,必要な試験を実施

， 11月16日から令和3年3月25日までは,総研と所属庁等とをインターネットで接続してオン

ライン研修を実施中

ただし,令和S年1月4日から2月末までは,再度総研に参集し,修了試験等を実施

2書記官養成課程第二部第1フ期

10月16日からの集合研修を中止し,所属庁において在宅学修(DVD視聴等)を実施

11月16日からは,第一部第1フ期及び第二部第16期と同様にオンライン研修を実施

令和3年3月からは,総研に参集し,第一期の試験等を実施

3家裁調査官養成課程第16期

10月1日から総研に参集し,集合研修を実施中

4家裁調査官養成課程第1フ期

所属庁で13か月間の実務修習を実施中

4

変更の内容

(変更なし）

研究の対象
■
二
戸
ロ
■
■ (翻 旨

回
心
づ
ぴ 目）

書記官,家裁調査官 合同実務研究

書記官 書記官実務研究

家裁調査官

家庭裁判所調査官実務研究

家庭裁判所調査官関係機関特
別研究(関係機関について,心
身の鑑別について,更生保護
について）



需聲龍議料芋， 事務総局会議配布資料

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催

について（案）

主催 最高裁判所

期日 令和3年6月16日 （水）及び17日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項（1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

会同員 高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長合計約80人

同

１
２
３
４

程

今
云
・
ｐ
Ｈ

５
６

9：30 12：00
～

13：00

13：00

点盲愛日

（

～

～

12：00 17：00
ー

最高裁判F
窺議

昼食
休憩 協議

一一一一一

事務的協議17日

(木）
I

i
I

(事務連絡）



事務総局会議資料券3
（3月 16日開催）

(令和3． 3． 16人事局）

裁判所職員の服務の宣誓に関ずる規程の一部を改正する

規程について
ダ

＜資料目録＞

1裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の一部を改正する規程案
2 同制定理由

3 同新旧対照条文



第
二
条
第
一
項
中
「
。
以
下
同
じ
．
。
」
を
削
り
、
「
の
面
前
又
は
そ
の
裁
判
所
が
指
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需善龍議料壽子

事務総局会議配布資料

最高裁総一第織⑨⑲号

（庶い－o4)

令和3年3月⑳鍛日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

押印を求める手続の見直し等のための関係通達の一部改正に
ついて（依命通達）

別表第1欄に掲げる通達の一部をそれぞれ下記のように改正します。
なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

1 別表第2欄に掲げる定め中同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字唯
に改める。

2別表第5欄に掲げる別紙様式を同表第6欄に掲げる別紙のように改める。
付記

句

1 この通達は，令和3年4月1日から実施する。ただし，別表中第7欄に○印を
付した項に係る定めは，同年7月1日から実施する。

2 この通達の実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， これを
使用して差し支えない。

子

了

1
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（別紙3）

(別紙様式第1）

概算請求書
麦判所 御中

－

裁判所 令和 年（ ）第 号

出頭~~牢一百一百時Pやケマーー毎司 二一一f 夕◇～一－－.F0fb-－F一一『Q今－ －℃9－－－－－

令和 年 月
…－幽一璽蔓一所一一一

↑
－Q一四一一

日
ー－ー G－一

請求費目
請求者記入桶1

標記事件について，上記請求費目を概算請求します。

令和 年 月 日
△一一~P ローマーーーマ■ ー ﾛ ■－－－ゴﾛ－－－一●｡△一一一●･ nコ－－－寺一一輯一一二一"〃一一一一÷●－－●や－凸一F少今｡一一守守●q昏ﾜ” L P一一一・－●←

一一一・4画－年菅 凸マー･古FJ--

住所

面一一一・一牡 ･手一一一一 P－●－－一一-.-ママ●－～一一一勺七一一－－～凸望←一一＝､ 勺一一一■－晶十フリガナ －－－－－－－…_－－－
~■ゴ1唖一子④－－ワー▼一一一一才ワマ→P▼ q－－－一一

一~－－，寺●四一一一▲U一一一や一一・ ‘ ‐－●･▼壷一P･』諄 印.一一ヶ一一一ー争一一ローマ－－今 ,ー一一■ 4. .F－－‘ ~ r▽－4÷ユーでG－－－4－u ､今争一一ｳ争 －－勺←－－F
.ー~合 一一.一＋←一~伊－今十一一一 j L--一己二●卑 凸一一一｡■■一一

氏名

店
一
一
一
一
’
’

一
一
■
一

一
一
一
一
・

一
”
一
一
一守一一一一一

一
崖
壱
一
Ｆ

雛
Ｉ
晨
鵠
一
ナ
ヨ
義
錨

》
一
》
一
号

櫟
一
》

記く

2－皇概鎮韻壷決定鰯

概算払支給額 令和 年 月 日

係官印

’
1

円’計

一一一
．
．
一
一
》
一
一

一
七

一
一
一
言
．
ロ

ー

額
一
例
－
１
－
１
「
ｌ
Ｉ
－・日

金
．
’
一
一
一
一
一

内

訳

－■一● L申一

現金払等領収欄

上記の概算払支給額を領収しました6

令和 年 月 日

氏名

4備考

12



(別紙4）

(別紙様式第2）

精算請求書
残判所 御中

裁判所 令和 年（ ）第 号

言
一
月年

頭出

和
一
〈
祠

日
一早一と笛一 一一 君 ﾏ ｰｰｰ

日
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1
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＝ I
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一
一
一
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一
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一
一
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一
一
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。
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■
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住
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一
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振込先金融機関名 ’
－－ｰ"－一一一一画一一一一一ー一一一一－－F.ゴ 卑辛一一一一や- .・デーー
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干ピーザゥー←●亡LO告丘～－ 巳 b一一一一 ■凸一◇－－

争●一

二． グーF
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◆

~ ､ﾛ●－ｰ -－一-一~･－－－

－－ ● ■－▽ = ＝ ■ ■r も一△ ﾛ
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’
－－

口座名義

2 e

令和 年 月 日

係官印

精算額
一一一二毛一｡一一＝ｰ一÷－－口■一一一一一L 巳一一

計 円

既払額（概算額）
ー一ーー一一一一一一一一一一一℃－－

円

追給額
一一宇一一一一 返納額

一一■■.←も･由一一一～一一一一~－ウ ーマー－－ ●毎一一一つ～

円

０
円

一
・
一
一
一
一

一一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
車

一
一

一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
①
一
一
一

一
一
一
一

一

由
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

事
一
一
一
一
葺

一
一
一
一
一

一

一口

’
一
●
一

一
一
一
》
禿

一
一
一
一

一
Ｉ
Ｅ
ｌ
－
Ｉ
１
Ｉ
－
ｉ
－
ｌ

額
一
円
一
ミ
ョ
ー

金
一
虐
一
一
一

内

訳

a-現金払舞漬収禰

上記の追給額を領収しました。

令和 年 月 旧

氏名毛

4備考

13



(別紙5）

(別紙様式第6）
I

確定払請求書
羨判所 御中

裁判所 令和 年（ ）第 号

一
日

日
一月
一
月

一
笙

一
年

頭出
一
和
一
令

出頭一場7－-'－－－－－－－－出一重了憂二壷=三三=－三
一一一

1℃請求者記ｽ編1

標記事件について，
を請求します。

令和 年 月 日

÷ →－一F÷一一一一＝ 一一一一一一一－一 ｸｰ－－F令司 a－ー→●一一一一寺＝宙屯■4一一一一一一一一マナーユーーーーーマ■一一一一一一一-一一 一 ー－守●ぬ‐■一一・ 夢－－－毒一一－一一一一凸一一一一一苧r ＝一●－－一一■－一一一一.ザ~－－
住所

争一一一一一一J＝－Jー－－－~手f1＝＝‐－－やデウーー手酵■一一－ローーマ一F● ･ ●－－－－F”｡F ,

フリガナ ■－－口や～ー●ず－－ー■今 、●旬守p －－4－今F ･←匁一､毛4ケ■－一一一寸 』､●P-● －一 ・ ● △－－ー七争心→~一一－－－■ニーーーー一再､－二 ､
-----------------…一

一一一’一＝一石一一一一～ー－一一一一一一 ｡－一一 ・ ●－－－－，－－凸－.● ﾚﾀや－－七幸‐－や一一一一■空P●－－~口△･乙由一一一一一● ･ー一－－－－－P■｡－－－一一ﾜ ｰｰ幸司一マ ユーーーー■-. .口一一－＝｡－．句一
氏名

三
支給擁嬉2

支給額

㈲| ÷" ￥ ﾛ ロ計
係官印

菫
１

口
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一

三

一

一

一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

曲
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

事
一
一
一
一
一

一
一
一
一
丸

一
一
一
三
一

一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
●
”
一

一
●
’
一
一
一

一
一
一
一
一

坐
ヨ
ー
‐

陰
二
二

内

訳

現金払等頴収橘

上記の支給額を領収しました。

令和 年 月 日

氏名

4備考4備

14



(別紙6）

(別…第1）

喝鰍辱閲廊･職写凝（原符』

套庸二=二二重二二三
巫分・ I閲

．． 。….｡~･…....‘･･･..~.….一?.－－．切・写･-…‘･･…･…････…'令取。､．七･･，｡…．．｡･･･－．－｡‘…｡｡,鯨･･-.…･‘..､--｡…..…..….-.．
‐

､ ● 0
0

＝■

■

●

《庁名〉
一一・己

原符･番・号I 蕊 号l担当部係 部 係

『

一

蒔香豆~頑房爾~嘉憲~扇募一応奇砺扇◆

許

争守●守■毎凸勾●●■●｡●

否

昌駐

①

局

b

し

15



(別紙7）

鰯’紙橡武蕊盈）

璃

年
一
軒

一
臓蹴鰯》僻顎噸刑

画 ・唾

●● ■ー

ｰ●ー

(序名》

蔵幕~暮葛r-爾一－－－－－．号 担当部.侭 節 係

雫
．
一
冊

酢

ーー

否

'1
｜

I
._gl．‐
注逗今

●

」

b

－－

一

一

一－一

一もq－

一口-. -－■F －－－ F
一■－→

－一一

－一ー古一一

■ e

－~ー~~~－~－－－－－－－－－－－－－－－－-一二-16



〆

、

(別紙8）

(別紙様式蕊e)

邑配蝿零圃覧･鵬写蕊碩霊
自白j令和ゞ~皐一＝耳:＝差

'f 狸
■■一一

｡ーの申

(庁名〕
1． －~85－一三一.． ‐ ‐･--･=･･－－"‐.-.. -,参… ．=－－~.,－－－…

訂第 号i原特番

･家事率件.配録等閲覚d｡謄写蕊
一一一日

彗澤到雲冒票二蟇
、

畦－1…

陶痔雫砺零．その袖 閲・覧

人氏名
勝写．

ﾜr聖墨込時随
一 ●一一 一 一

吹回瀕百 提出書･類

閲覧等の部分
二＝二一一一一一 = - マ ー ー 一一二一‐． 貯否及び聯別指定条・件

一一一一一一一一~－－里一一

唾判畏(官》雲
璽---~ ･二℃：

●

許

●

＝百一

否

グ

一
蕊

」
注意 』の室燃鰯蝿簔瀞蹴蝋鰯霧雲蕊恵三恵扇蔵し堀，
号文繋ぎ悪み異慰溌逵華惑鰯:7苧壷溌篭塗穿鯉幽舗』細‘を. ‘確当・文字をOで囲み，その他腱該当ずろ場合には， （ ・）内に具体的に配入してください． 、
3． 『閲覧？鰭写人氏宅」郷は，申蹄人狸外の密に閲髭･確写をさせる場合に肥ふしてください．4 竃畔目己録雫の鯨青テープ辱の複製を申館する場合には，…用の峰舎テL-プ簿をこの顕とともに’ 係負に鋸出して＜ださし､_.．

や

、

13



(別紙9）

(別譲犠式第4〕4 ◆

黍
傘

屋
．

垂

手
人

I■■

－1■■■

(庁．傘）

原符番号’

簔壽F三二=三二三
一
》
ｊ
一

一
》
一

一
●
一
人怖
〆
Ｌ
一

一
州
恥
一

、

”一一一一

少年等氏･名
印

一一一一一一一一一一一一一一一一一一ロヶーー

（車輪人との関偲： ）

----

名
・
氏

党
人
幕

閲
謄

閲覧蝉の目的

一
一
生
茸
》
｜

｜
月

周

一
・
”

一

一
鐸

一
■

’
’
一
迦
雫
』

一

間
皿

・
寺月
・
込見要所

一
沫 割､出魯甑

汗型些塑L垂三鰹
哩鴬癖配窓印

否

、

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－
癒

印
紙
↑
・
鋤
毒
一
注

マ
４
１
Ⅱ
’
８
１
１
９
８
ヶ
り
ぐ
？
’
β
■
■
■
■
■
Ｉ
凸
■
ｅ
▲
旬
Ｊ
ｐ
ｉ
包
口
■
二
■
ロ
Ｄ
Ｂ
■
Ｕ
Ｅ
Ｊ
Ｄ
Ｕ
５
■
Ｄ
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
０
○
り
‐
・
‐
‐
，
‐
一
．
‘
’
，
．
今
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
０
７
０
か
早
▲
■
Ⅱ
Ｕ
８
Ｕ
Ｂ
Ｈ
７
８
０
■
．
，
‐
‐
Ｌ
一

■

p

I

1『



（別紙1o)

(別紙様式第S)

！

~~..~~~..~~~~~….．.､-.., ....．･･･‐切一････一･･････一････----..--..-管・ 取一････一･･一･･一････--..-----.．字． 線一.､--......-..----..-..__.._..__‐
0

6

凸

(庁名）

｜

芋内にげ『墨事項

闇． 「申謡人l堀6
己入し,原符から切り取ら姪いで,この男
資格｣欄は,該当文字をOで囲み.そり

匙俸的に1

｢閲監･開

19

原符番号 第 号 担 当 部 係
◆
■

部
■
ｑ
■
凸

係

医療観察事件記録等閲覧･謄写票 申 請 区 分 閲 覧 謄 写

申請年月日 令和 年 月 日

事件番号

対象者氏名

令和 年（医 ）

第 号

閲覧等の目的

所要見込時間

次回期日

時間 分

月 日

提出書類

安1士荻・その他

［ ］
閲 覧 等 の 部 分 許 否及び特別指定条件 裁判長(官)印

担当番記官印

備

考

交 付 月 日

･閲覧人・勝写人
記録等受領確認

記録係記録等
返還確 認 印も ■



(別紙11）

捌紙様式第6）
(表〉

令和 年

弓 ｜令和年（ ）第 号|令和年（ ）第 号|令和 造

弓 I~

ユ1空

20



(裏）

合祁年（ ）第 号l令和年（ ）第 号｜令禾、 号｜令荊



(別紙12)

炉
●

民
事
保
管
物
受
領
書

甲

クデ

係書紀
官認印

＆

受 領 醤

裁判所 御中

次の物を受領しました．
●

● ､

‐ 守

令和． 年 月 日

住所

氏名

、
凸

事件番号

P

0｡

令和 年（ ）第 号

事 件 名
タ ｡

画
函

●

目

等

0



(別紙13）

(別紙様式第1）

I

I

I －－ ≦ － ≦ ＝ j

23

● ●

予納郵便切手管． 理袋

事 件 番 号

令和 年（ ）第 号

予納者

年月日 摘 要 引継・予納額 使用額 残額 印

● ●

Q ●

● ●

● p

● ｡

■ ●

● ●

● 由

● ●

● ●

● ●

⑤ ■

● ●

〆

● ●

● ●

■ ●

● ●

C ●

● ●

● ●

C D



(別紙 14)

(別紙橡式第2）

予納郵便切，手管理票
●

事 件 番 号

予納者

令和 年（ ）第 号

年月日 摘 要 使用額弓臘･予納額 残額 印

｡ ●

● ‐●

、 ●

●

、 ●

■ ●

｡ ●

■ ●

● ●

彫
噸
燃
隠
限
切
手
管
理
票

●

● ｡

、 ●

24



(別紙 15）

(鯛綴擬式蕊S》

令和 年（ ）第事伴番号
1

号

令和 年 月 日■ ●

予納者 殿

裁判i所

裁判所襟記官 印
1

運 選 霧

予納を受けた郵便切手について，使用残額 円分を

返還します。

なお，このほかに 円分は，返送料として使用しました。

納
郵
便
切
手
返
還
書

お手数ながら別紙の受領書を提出してください。

、

25



(別紙16)

(別綴犠式第子）

事件番号｜令和 年（ ）第 号

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

〆

氏名

受 領 書

郵便切手 円分を受領しました。

納
郵
便
切
手
受
領
書

26



(別紙17）

(別紙様式第5）

郵便切手保存簿

比
れ入受

年月日摘要

返還事由

発生年月日

処 分
一

事件 番 号 額

年月日 摘 要 印

号
号
号

第
第
第

．
〕
ｊ
ｊ

く
ｌ
く

年
年
年

和
和
和

令
令
令

●
｡ ●

Q ●

● ●
● ●

●

● ｡

‐ ●

|令和 年（ ）第 号
’

● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●

号
号

第
第
；
ｊ

く
ｌ
年
年

和
和
令
令

⑧ ウ

● ●

令和 年（ ）第

令和 年（ ）第

号 ● ● ｡

号 ● ● ● ●

闇
劃



ざ

(別紙18）

(別紙様式第6）

令和 年 月 日

裁判所物品管理官殿

裁判所 訟廷管理官

物品（郵便切手）取得通知書

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経

過した別紙記載の郵便切手について，同条第2項の規定により物品管理官へ引き継

ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します。

一

I

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名

の記載はシ次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

28



ー

(別紙19）

(別紙様式第7）

○'○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○○○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理

裁判官）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○)が管理する予納郵便切手及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

」0

令和○○年○○月○0日 〃

○○○○裁判所○○首席書記官○○○○

(注）

1 該当する事項の．□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

29



(別紙20）

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○○○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理
裁判官)

報告書

下記1の損傷した予納郵便切手について，下記2の：

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記

1 損傷した予納郵便切手

: (1) 事件番号 令和○○年(○）第○○号

〈2） 券種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

(1)所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。

30



(別紙21）

(別紙様式第1）
●F 守

． ． ．録．音:テープ・等に関する整理票

事件番号 令和 年(雪)第 号

詮
廷
事
務

取調鱗を受けた証人又は鑑定人の氏名零
一←.や

一一

一一●－－

－や~一

四
○
ノ
ニ
ノ
ー
．
Ｏ
ノ
入
ノ
ー

Ｄ
白
裁
判
通
達
九
九
〕

31

取鏑ぺを受けた者の呼称
c c

g Q

〔蝕当するものをOで囲む』
● ■

証人9雛人

極人．鑑定人
｡

狂人・鑑定人．

証人又卜噛定人を
■

取り爾ぺた年月日
p

● □

■ ●

0 0



■

(別紙22)

…式第2）
訟
廷
事
務

一●●一－一一一一 ■一－－－－▼-., '今・o - - ‐

鰹音テープ等の複璽の･･隼麹害

躍 告
● ●

彼皆

上記当事看澗の柵冷和"年齢 号” ・ “榊． ：

事件腱ついて,令和年月日鱈実鱗れ加騒弁融期日に紙､て,下

龍の者の醐力僻音羨一プロピヂｵﾃｰゾﾛその他（ 〕に難されま

したが‘それの別繊嘗テー畑曾デｵ謬圭プﾛその髄 （ ）に対まる

宰裂童申し出耐。

．寵

□ 鉦人

ロLI 人
繍

縦
． 竃定人

令和年月 ．･目

|_遙壁三-－
・ ・ 鋒． . ‘ ．.､償 書

I誉等宵言…Ⅷ
口原告ﾛ被告ﾛ蝋関餓人

簡易裁判所裁鞠宮窪配官捜

I

－－

＞老受領しまし
四
○
ノ
ニ
ゾ
一
○
ノ
八
ノ
ー
・
一

■
早
■

Ｄ
・
邑
劉
浬
丞
塞
零
離
凸

ー－－－－. ご 二二一 =

(注） ．紋当する事項のロにしを緋ず愚。

32



(別紙23）
〃

(別紙様式第1）

○

番
号
札
）

裁判所
I

『

33

事件番号 令和 年（ ）第 号

保管物番号

提 出 者

氏 名

備 考

～



(別紙24）

(別紙様式第2）

ｒ

r〆

34



(別紙25）

(別紙様式第1）

○

裁判所 支部 （
番
号
札
）

(注） 番号札の大きさは，物の形状に応じて適宜調整することが

できる。 ．

35

押 収

番 号

令和 年押

第 号

令和 年押

第 号

符 号

被告人

(少年･対象者） ほ力、 人

備 考

0

や
▲
″



(別紙26）

(別紙様式第2）

立 会 封金

ーー1■■一。■■－1■■ーq■■ ！■■ー一一

’

’
一一一一■■■一一一一一一一、■■

！

0

ビ

二

i

ル

裁判所 支部

36

押 収
番 号

令和 年押
第 号

符号

■ ■

事 件
番 号

令和 年（ ）第 号

被告人
(少年。対象者） ほか 人

● ■

受領年月日 令和 年 月 日

総 金 額 円

金 種 、別 内 訳

種別（紙幣） 枚数 種別（硬貨） 個 数

10 ， 000円 500円

5 ， 000円 100円

2 ， 00.0円 50円

1 ツ 000円 10円

5円

1円

計 枚 計 個



(別紙27）

9

(別紙様式第3）

●

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

37

裁判官
認 印

保管者
● b

◆ p

保管委託書

次の押収物の保管を委託します。

殿

押収物主任官⑳

令和 年 月 日

裁判所

なお,御承諾いただきましたら，同封の保管承諾書に年月日，住所及び氏

名を記載した上，提出してください。

づ

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほ力、 人

押収番号 令 和 年押第 号

保管を委託

する押収物

保管条件



(別紙28）

(別紙様式第3の2）

マ

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

旬

38

保管承諾書

令和 年

裁判所 御中

住所

保管者

次の押収物の保管を承諾し， これを受領しました。

月 日

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事 件名
ダ ダ

被告人

(少年。対象者）
げ

ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

保管する

押収物

保管条件
●



／

(別紙29）

(別紙様式第4）

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

39

保管料支払事由発生（変更）通知書

支出負担行為担当官

資金前渡官吏
殿

令和 年 月 日

押収物主任官 ⑳

次の押収物の保管について，保管料の支払事由が発生(変更）したから

通知します。

，

押収番号 令 和 年押第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

支払事由発生
9

0 (変更)の日 令和 年 月 日（保管委託）
0 ●

保管期間

保
0 ●

管料

押収物の品目

及び数量

■

型

保管者の住所

及び氏名



(別紙30)

(別紙様式第5）

_(注）

1 事件番号，押収番号等は，押収物を送付した裁判所のものを記載する。

Z記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
~

40

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中
■ ．

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官 ⑳

6 台 。



(別紙31） ．

(別紙様式第6）

令和 年

(仮出押収物送付簿）

41

裁判官

認 印

主任書記

官認印

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

舎
凸
■

目
ロ
ロロ

◆

■合ユタ●●●◆●ロbe●●●｡●●●◆●●●●○●少｡｡●■■■｡●●●●｡■ー｡‐●‐■●｡●●●●●●●－

数 量

●●ﾛ●ロ。｡●●■●ロロ｡■●●●●●●｡■●●●●の●のCG●●●●●●争●●●●●●●●｡●・丘二コ■毎＝＝

交
付
又
は
送
付

月 日

■ ●

事 由

－÷ず .~--.勺〃一ヴー■らご今･』一今一一●一一や▲一一■■

、 ▲

父 付
送付

先
■

■

受領確認

● ． ● ｡ .『

返還年月日
G ■

● ■ ■ ● ● ●

備 考



(別紙32）

(別紙様式第7）

4

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
､

、

42

裁判官
認 印

押収物主
任官認印

保管物主
任官認印

● ｡

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿
令和 年 月 日

裁判所書記官 ⑳

次の押収物は,鑑定の結果変化したから，通知します。

事件番号 〈
祠 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年6対象者）
『

ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 口

目ロロ 数量 変化の状況



(別紙33）

(別紙様式第8）

〕

I

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については，適宜様式を変更しても差し支え

ない。

0
43

検察庁

没収物引継書 押収物主任官⑳

検 察 官 殿

a

令和 年 月 日

裁判所

次の押収物は，令和 年 月 日没収の裁判が確定したからj これ

を引き継ぎます。
、 、

事件番号 令和 年（ ）第 号
L

●

事件名
、 ．

被告人
ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号 口
目ロロ 数量 備 考



(別紙34）

(別紙様式第9）

一
右
の
押
収
物
は
、
あ
な
た
に
還
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
受
取
の

第

‐
た
め
当
庁
刑
事
事
件
係
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

押

（
注
意
）
返
信
用
は
が
き
に
受
取
の
日
を
記
載
し
て
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

年
受
取
の
際
は
、
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
．

、
代
理
人
の
場
合
に
は
、
通
知
書
及
び
委
任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
．

二
も
し
、
出
頭
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
返
信
用
は
が
き
に
記
載
し
た

和
上
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

令
二
一
も
し
、
押
収
物
が
不
必
要
な
場
合
に
は
、
返
信
用
は
が
き
の
三
笠
所
有
権

放
棄
書
」
の
箇
所
に
押
収
物
を
記
載
し
、
年
月
日
、
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し

た
上
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
・
・
・

号

郵便往復はがき
（性）

□ 令
和
年
月
日
．
（
所
在
地
）

押
収
物
還
付
通
知
書

裁
判
所

令和 年押第 号

邸便往媛
（張

令
和
年
月
日

住
所

右
の
押
収
物
は
へ
所
有
権
を
放
棄
し
ま
す
か
ら
、
裁
判
所
で
適

当
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

、
一
月
日
受
取
の
た
め
出
頭
し
ま
す
。

二
所
有
権
放
棄
書

氏
名

(注意） 不要部分は，線を引いて消し，該当
部分のみ記載してください。

(押収物還付通知雪甲》

44



(別紙35）

(別紙様式第10）

押収物還付通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

次の押収物は，あなたに還付することになりましたから，送付します。

なお, ･お手数ながら，同封の受領書を提出してください。

事件番号 令和
一

令和

年（ ）第

年押第

号
一
号押収番号

目 等
ロ
叩

(注） この様式は参考であり，適宜様式を変更しても差し支えない。

45



(別紙36）

(別紙様式第11）

令和 年押第 号令和 年押第 号

郵便往復はがき
（性）

□
一
右
の
押
収
物
（
換
価
代
金
）
は
、
あ
な
た
に
還
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

か
ら
、
受
取
の
た
め
当
庁
会
計
課
（
係
）
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）
返
信
用
は
が
き
に
受
取
の
日
を
記
載
し
て
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

受
取
の
際
は
、
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
．

代
理
人
の
場
合
に
は
、
通
知
書
及
び
委
任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

二
最
寄
り
の
日
本
銀
行
の
支
店
又
は
代
理
店
で
支
払
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
返
信
用
は
が
き
に
記
載
し
た
上
、
お
知
ら
せ
く
だ

式
』
い
。

金令
和
年
月
日

（
所
在
地
）
、

た
だ
し
、

押
収
物
還
付
通
知
書

円

裁
判
所

の
換
価
代
金

令和 年押第 号令和 年押第

月
日
受
取
の
た
め
出
頭
じ
ま
す
。

国
逵
希
空
睦
諏
帝
。
（
支
店
又
は
代
理
店
）
で
支
払
を
受
け
る
こ
と

令
和
年
月
日

住
所

氏
名

(注意） 不要部分は，線を引いて消し，該当
部分のみ記載してください。

(押収物還付通知書(丙)）
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(別紙37）

(別紙様式第12）

右
の
押
収
物
は
、
令
和
年
月
日
あ
な
た
に
仮
還
付
を
し

た
物
で
す
が
、
令
和
年
月
日
事
件
が
終
結
し
、
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
年
月
日

押
収
物
還
付
通
・
知
書

（
所
在
地
）裁

判
所

(押収物還付通知書(丁)）

I
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(別紙38）

(別紙様式第13）

育荊

刑印

の押叫又物0

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

ヤ

48

四
つ
垣
ワ
ｒ
一

■
１
Ｊ
ｄ

言
巳
■
『
凸
一

年（ ）第令 和 号

ほ力、 人

令 和 年押第 号

品 目 数量

ー 一



(別紙39）
f

(別紙様式第14）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

49

押収物送付証書（還付）

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官 ③

次の押収物を還付のため受還付者に送付したが，受領書の提出がないので， こ

の証書を作成した。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令和 、年押第 号

送付した
押収 物

受還付者の
住所及び氏名

o も ■

■

送付年月日
及び送付方法

令和 年 月 日
書留郵便（引受番号 番）

受領書を
得られなか
った事由



(別紙40)

(別紙様式第15）

押収物交付通知
室
冒

|
お知らせください。

令和
－

令和

事件番号 年（ ）第
●

年押第

号

押収番号 号

符号 ロ
ロロ 目 数 量

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

50



(別紙41）

(別紙様式第15の2） (交付用）

回答書 （交付）

令和 年 月 日

住所

氏名

月 日受取のため出頭します。1

2放棄書

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，その権利を放棄しますから，裁判

所で適当に処分してください。

3 その他（出頭できない場合には，その理由等を記載してください。 ）

事件番号 令和
－

令和

年（・ ）第

年’押第

号

押収番号 号

符号 口
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

51



(別紙42）

(別紙様式第16）

押収物交付通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，あなたに交付することになりましたか

ら，送付します。

なお，お手数ながら，同封の受領書を提出してください。

令和 年（ ）第事件番号 号

押収番号 令和 年押第 号

符号 数 量
ロ
叩 目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙43）

(別紙様式第17）

押収物主
任官認印

‘

受領
室
冒 (交付）

ｰ

「

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

氏名 、

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）の交付を受け，受領しま､した。

事件番号 令，和 年（ ）第 号

事件 名

被・ 告人

(少年・対象者）

ノ

ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号 品 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
ーー

I
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(別紙44）

(別紙様式第18）

MIIW"

弾咽

次の押収〃

の了尋戸〃

7〕秀.Ⅳ〕三三押秀穿遥 攝什

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

54

事件番号

事 件 名

被 告 人

(少年p対象者）

押収番号

送付した
押 収 物

差押えを
受けた者の
住所及び氏名

送付年月日
及び送付方法

受領書を
得られなか
つ た事由



(別紙45）

(別紙様式第19）

毒
｜ 書｣を○で囲み,年月日，住所，氏名及び電話番号を記載した上,お知らせく
ださい。

ｆ

I

事件番号 令和
－

令和

年（ ） '第

年押第

号

押収番号 号

符号 ロ
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙46）

(複写用）(別紙様式第19の2）

回答書 （複写）

令和 年 月 日

住所

氏名

（電話番号 ）

1複写された記録媒体の受取方法は次のとおりでず。

(1)裁判所に出頭の上，受け取ります。

(2)郵便等により送付してください。

（送付先 ）

／

2放棄書

次の押収物に移転された電磁的記録の権利を放棄しますから，裁判所で適当

に処分してください。

事件番号 令和 年（ ）第 号

押収番号 年押第令和 号

符号 目 数 量
口
叩

戸

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更.しても差し支えない。

I
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(別紙47）

(別紙様式第2o)
一

臣＝丘＝＝ニュー =｡ =｡ －

電磁的記録送付書

年 月令和 日

殿

所在地

庁名

'

押収物主任官 ⑳

次の押収物に係る電磁的記録を複写しましたから,送付します。
●

なお，お手数ながら，同封の受領書を提出してください。

事件番号 令和

令和 ’

年.（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号 口
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

57



(別紙48）

(別紙様式第21）

押収物主
任官認印－－－－－－－－－－－_ －－－－－－－－－I

受領書（複写）

令和 年 月

御中

日

裁判所

住所

． 氏名

次の押収物に係る電磁的記録の複写を受け， 当該電磁的記録が複写された記録

媒体を受領しました。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号 ロ
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙49）

(別紙様式第22）

＄ ｡

電磁的記録送付証書

令和 年 月 日

、庁名

押収物主任官 ④

次の押収物に係る電磁的記録を複写した記録媒体を差押えを受けた者に送付し

たが，受領書の提出がないので， この証書を作成した。

事件番号 令和 年（ ．）第 号

事 件 名

被告 人

(少年・対象者）

押収番号

押 収 物

差押えを
受けた者の
住所及び氏名

送付年月日

及び送付方法
令和 年

書留郵便（引受番号
月 日

番）

受領書を

得られなか
つた事由

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙50)

(別紙様式第23)．

I

(注）

1 符号，品目及び数量欄については，適宜様式を変更しても差し支えない。

2電磁的記録を特定するに足りる事項欄は，押収物が刑事訴訟法第499条の

2第1項の場合に該当するときに記載する。

3不要の文字は，削除する。

60

検察庁

押収物還付等公告依頼書 押収物主任官②

検察官殿

令和 年 月 日

裁判所

次の押収物は，刑事訴訟法(第499条第1項･第499条の2第1項）の場

､合に該当するので，公告してください。
△
ク
マ
■

なお ，

● ■

公告の年月日及び方法並びに（還付・交付・複写)請求者の住所及び氏
名をお知らせください ｡

■

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名
◆ ザ

被告人
ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号 口
目ロロ 数 量

電磁的記録を特定するに足りる事項
● の



(別紙51）

(別紙様式第24）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

61

押収物主
任官認印

、

受 領 書（仮還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

｡ 住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け，受領しました。

必要があれば,いつでも提出します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被； 告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 ム
丁． 年押第和 号

符号 品 目 数量
由

「



ノ

(別紙52）

(別紙様式第25）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

62

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官 ⑳

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者) ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 口

目口口 数量 備 考
● も



(別紙53）

(別紙様式第26）

＝押収準 岬収物主任官③

次の押収物を渋付し旨

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については，適宜様式を変更しても差し支え

ない。
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(別紙54）

(別紙様式第27）

(注） ‐記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

64

令 和 年（ ）第 号

旬 ◆

ほ力、 人

年押第令 和 号

口

目ロロ 数量 廃棄方法 備考
T

●



(別紙55）

(別紙様式第28）

鳫~季r富

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

65

主任書記

官認印

庁名

換価処分書

令和 年 月 日

押収物主任官 ⑨

次の押収物は，換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき，令和

年 月 日売却した。

●

■

事件番号 令和
■
■

年（ ）第 』号

事件名

被告人

（ 少年 ．） ほか 人｡

｡

押収番号 令和 年押第 号

符号 口

目ロロ 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）



(別紙56）
／

(別紙様式第29）

■ の

押収物王任官⑧

凸 $

舎赤「

0 0

の押収物に
、

房鯉除し式

事件番号

事件名

被告人

(少年・対象者）

｡ a ●

押収番号

押 収 中押 収 中

備 考

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

66､

令 和 年（ ）第 号

合 ①

ほか 人

令 和 年押第 号

ノ ノ



(別紙57）

(別紙様式第30)

r一一一一一＝畢一

押収物国庫帰属通知書

令和 年 月 日

歳入徴収官

殿

物品管理官

押収物主任官

， 次の押収物は，国庫に帰属したから，通知します。

⑳

国庫帰属の年
月日及び事由

押収番号 符号 品 数量目 備考

■

令和 年押第 号

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙58）

(別紙様式第11）

録音テープ等の複製の申出書

申立人

相手方

上記当事者間の御庁令和 年（損）第 号刑事損害賠償命令事件に

ついて，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日におい

て，口下記の者の陳述口検証の結果が録音テープ等に記録されましたが，それの

別添口録音テープロビデオテープロその他（ ）に対する複製を申し出

ます。

記

ﾛ申立人 口相手方 ノ ロ証人

口参考人 □

令和 年

口申立人

月． 日

口相手方

氏名

口利害関係人

地方裁判所裁判所書記官殿

受領書

上記複製した口録音テープロビデオテープロその他（

ました。

令和 年 月 日

口申立人 口相手方、 ・口利害関係人

氏名，

）を受領し

地方裁判所裁判所書記官殿

(注）該当する事項の□にしを付する。
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(別紙59)

(別紙様式第1）

○

事件番号 令和 年（ ）第 号

保管物番号

提
氏

出 者
名

備 考

I

雀
自
石
“
札

号

札
裁判所

）
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(別紙60）

(別紙様式第2）

戸

70



(別紙61）

(別紙様式第2）

録音体の複製の申出書

口債権者口申立人

口債務者ロ相手方

上記当事者間の御庁令和 年（ ）第 号 事件

について，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日にお

いて，下記の者の陳述についての録音体が作成されましたが，それの別添記録媒

体（ ）に対する複製を申し出ます6

記 ，

口債権者 口申立人 口債務者 口相手方 口証人

口参考人 口準当事者 □

令和 年

口債権者

口代理人

月 日

口申立人 口債務者 口相手方 口利害関係人

氏名

裁判所裁判所書記官殿

受 領 書

）を受領しました。

月 日

口申立人 口債務者 口相手方 口利害関係人

上記複製物（

令和 年

口債権者

口代理人

氏名

裁判所裁判所書記官 殿

(注）該当する事項の□にしを付する。
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(別紙62）

(別紙様式第1）

Ｉ

依 頼 ・書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年( ）第

達するため，民訴条約の締約国である

号事件について，下記のとおり文書を

国の指定当局 に対し送達送達するため，民訴条約の締約国である

を要請されたく，依頼します。

記

1 送達すべき文書を発出した当局の表示

裁判所

2 当事者の氏名及び資格

原告

被告

3受送達者

氏名

住所

9
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4送達すべき文書

（1） 訴状副本

（2）令和.+年 月 日午 時 分の口頭弁論期日呼出状及び答弁書

催告状

5希望する送達方法

（1） 民訴条約第2条の任意交付

（2） 民訴条約第3条第2項の受託国の国内法で定める方法

（3）民訴条約第3条第2項の特別な方法, .すなわち・ ・ ・

(備考）

(1)大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使｣などとする。

(2)公正証書（裁判外の文書）の送達の場合には， 「送達すべき文書を発出した

当局」は「○○法務局所属公証人○○」と，当事者の資格は「債権者，債務者」

と記載する。

(3) 「希望する送達方法」は，必要な項目のみを記載する。

(4) 記載事項には，民訴条約の締約国である外国の権限を有する当局の用いる言

語による訳語を書き添える。
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(別紙63）

(別紙様式第2）

依 頼
室
雪

在 国日本国大使殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所・

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達するため，民訴条約の締約国である

されたく，依頼します。

号事件について，下記のとおり文書を

国の外務省に対し送達を要請

I

記

(別紙様式第1に同じ）

74



0

(別紙64）

(別紙様式第3）

文 書

令和 年

番 号

月 日

最高裁判所事務総局○○局長殿

ロ

高等裁判所長官

(地方裁判所長）

(家庭裁判所長）

在 日本国総領事に対する送達嘱託の依頼書等の送付につ

いて（依頼） ．

下記の事件に関する別添の書類を送付するようお取り計らいください。

なお，送達に要する費用として予納金 円を 裁判所Iご保噌裁判所に保管中です。

記

裁判所令和 年（ ）第 号事件

(備考） その他の送付依頼の文書も，この様式に準じて作成する。
ザ
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(別紙65）

(別紙様式第4）

文 書 番

令和 年 月

画
可

日

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

（家庭裁判所長）
I

在 日本国総領事に対する送達嘱託の｛

支払について

（ 月 日付け○○第 号に対す』

下記のとおり送達に要した費用を外貨送金しました。

記

日本国総領事に対する送達嘱託の依

号に対する

頼に伴う費用の

報告）

事件名

． 裁判所令和年（ ）第

送付依頼書の日付等

令和 年 月 日付け第

送金金額

1

号事件

2

号

3

送金年月日

令和 年 月 日

送金先

在 日本国総領事館（

送金銀行

4

5

銀行 口座）

6
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銀行 支店

その他の送金報告書も， この様式に準じて作成する。(備考）

一

〆

勺

ー

7.7



(別紙66）

(別紙様式第5）

文
抑
書
年
番 号

月 日

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

（家庭裁判所長）

送達条約第5条第3項の翻駅文の送付について（依頼）

下記の事件に関する別添の翻訳文を送付するようお取り計らいください。

記

裁判所令和 年（ ）第 号事件

伶和 年 月 日付け第号に関する翻訳文の追送）

(備考） 指定当局からの要請に基づく翻訳文の送付依頼の文書も， この様式に

準じて作成する。
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(別紙67）

(別紙様式第6）

送達嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

t

印

住所

・ 原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達されたく，嘱託します。

号事件について，下記のとおり文書を

記

1 受送達者

氏名

住所

2送達すべき文書

(1) 訴状副本

、

(2) 令和 年 月 日午 時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

(備考)

(1)裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

などとする。

79



(2)本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。

○

ｂ
Ｄ
ｑ
ｅ
ロ
ロ
ヴ
グ
″

r
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(別紙68）

(別紙様式第7）
I

送達嘱託書
「

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

達されたく，嘱託します。

号事件について， 下記のとおり文書を

送達されたく，

記

1 受送達者

氏名

国籍

住所

2送達すべき文書

（1） 訴状副本

（2） 令和 年 月 日午

3 受送達者は, 日本語を解する。

(備考）

咳

時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

81



(1)大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする。

(2) 受送達者の氏名は，外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の

場合にはローマ字を付記する。受送達者の国籍は，受送達者が日本国籍のほか

外国の国籍を有する場合には，両方を記載する。受送達者の住所は， 当該外国

の公用語で記載する。

(3) 3は，受送達者が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。

卜

一

82
”



(別紙69)
(別紙様式第8）

黄差 這差 幸長 一 書ｰ

事件の表示 I※ 裁判所 支部令和 年（ ）第 号

※
昏 ■

■ 寺

受送達者
※

I の氏名

口 前記の書類は，次のとおり送達した。

氏名（

関係（

ノ

Ｊ
ｊ

● の

送達日時 I 令和 年 月 日 時 分

送達の方法 1 口書留郵便送達 口直接交付 □その他（ ）

添付.書類 1 口書留郵便配達証明書 口受領証 □その他（ ）

口前記の書類は，次の理由により送達することができなかった。

① 由

C a

留置 刑間媚
● ●

」 そ-の伽
）● e

●

口前記の送達書類 口返戻された封筒．添付書類
□その他（ ）Ｇ

●

在外公館長

の資格及び

氏 名

P十

1 口のある事項については，該当事項にしを付し， 「その他｣の場合には，括弧内に具体的な事
由を記載する。

2 郵便送達の方法によったために直接書類受領者の署名等を得られない場合には，書類受領者
の受領証，配達証明書等を添付する等の方法により本人に送達された旨を明らかにする。
3 受送達者本人以外の者が本人に代わって受領した場合には， その氏名及び受送達者本人との
関係（使用人，従業者， 同居者等）を明らかにする。

(備考） ※を付した箇所は，嘱託する裁判所において記載する。

83

書類受領者の署名等
砂 ■

書類受領者の氏名及

び受送達者との関係



(別紙70）

(別紙様式第9）

証拠調べ嘱託書

国の権限を有する当局御中

『

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告 、

上記の当事者間の令和 年（ ）第

づき，下記のとおり証人尋問されたく，

号事件について，民訴条約第8条に基

嘱託します。

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

(1)尋問事項書（訳文付き）

（2） 事件の概要（訳文付き）

3証拠調べの実施期日及び場所の通知を求める。

(備考） 3は，その通知を求める場合にのみ記載する。
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１
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(別紙71）

(別紙様式第10)

依 頼 書

在 日本国総領事殿

令和 年 ，月 臼

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

問をするため，民訴条約の締約国である

を転達されたく，依頼します。

号事件について， 下記のとおり証人尋

国の外務省に対し証人尋問の嘱託

記
ー

(別紙様式第9に同じ）

一

85



(別紙72）

(別紙様式第11）

証拠調べ嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

間されたく，嘱託します。

、

下記のとおり証人尋

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書（訳文付き）

（2） 事件の概要（訳文付き）

3 当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日及び場所の通知を求めない。

(備考）

(1)裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

86



などとする。

(2) 3は,その通知を求めない場合にのみ記載する。 ‐

(3)本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。

②

I

式

I

ー
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(別紙73)

(別紙様式第12）

証拠調べ嘱託書ざ

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（

間されたくj嘱託します。

）第 号事件について， 下記のとおり証人尋

記

1 証人

氏名

国籍 、

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書

（2） 事件の概要

3証人は， 日本語を解する。

4 当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日の通知を求めない。

Q
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(備考）

(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする。

(2)証人の氏名は,外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の場合

にはローマ字を付記する。証人の国籍は，証人が日本国籍の}妻か外国の国籍を

有する場合には，両方を記載する。証人の住所は， 当該外国の公用語で記載す

る。

3は，証人が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。(3)

(4) 4は，その通知を求めない場合にのみ記載する6

1

、
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(別紙74）

(別紙様式第13）

嘱 託 書

外務大臣殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

申立人

上記の者の申立てに係る令和 年（ ）第 号執行認許の請求の嘱託申立事

件について，下記のとおり執行認許を請求されたく，嘱託します。

記

1 執行認許の請求をすべき訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決

（2） 裁判所令和 年（・ ）第 号 事件決定

2執行認許の請求をすべき相手国

国

3訴訟費用債務者

氏名

住所

4執行認許の請求について裁判をする権限を有する当局の管轄を定める原因であ
る事実

5添付書類0
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（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決謄本

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件決定謄本

（3）確定証明書

（4）権限証明書

（5） (1)から(4)までの書類の翻訳文各1通

6費用額確定請求関係書類

（1） 費用額確定請求書

(2)証拠書類

(3) (2)の証拠書類の翻訳文

(備考）

(1･) 1から4までの事項には，執行認許の請求をすべき相手国の公用語による訳

文を書き添える。

(2) 6は，費用額確定請求書を送付する場合にのみ記載する。
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一

(別紙75）

(別紙様式第14）

権限証明申請書

令和 年 月 日
一

最高裁判所御中

住所

申請人

下記の裁判の確定証明をした裁判所書記官について，その権限を証明してくださ

いo

記

1執行認許の請求をすぺ篝訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（

（2） 裁判所令和 年（

2確定証明がされた裁判所

（1） 裁判所

（2） 裁判所

3確定証明をした裁判所書記官

（1）

（2）

4確定証明の臼

（1）令和 年 月 日

(2)令和年月 日

第
第

』
〕

号
号
事件判決

事件決定

〆
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(別紙76）

(別紙様式第15）

依 頼
堂
冒

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判所書記官

住所

請求者

上記の者から訴訟上の救助請求書が提出されましたので，別添の書類を下記のと

お.り裁定当局等に転送されたく，依頼します。

記

1 請求が審理されるべき国の表示

国

2訴訟が係属し，又は係属すべき裁判所

3裁定当局等の表示

4訴訟上の救助請求者

氏名

住所

5添付書類

(1)訴訟上の救助請求書

93伝



(2)証拠書類

（3） (1)及び(2)の書類の翻訳文

(備考） 大使館の長等が領事官（

○国日本国大使』な.どとする。

大使館の長等が領事官の

、

職務を代行する場合には， 宛名の表記を「在○

ー
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(別紙77）

（別紙第2）

第1号様式

(注） ｛ ｝内の不要部分は抹消すること。

95

収入印紙再使用申出書

手数料を納付した

､事件の事件番号
令和 年（ ）第 号

納付した印紙の総金額 金 円

①規定によ･手数料の還㈹民事訴訟費用等に関する法律第9条

p ロ

を受ける場合は,金銭による還付に代えて，上記の印紙のうちから

｛
還付金額に相当する額

還付金額中 円分｝
● ● ●

証明してください。

の印紙を再使用したいので，

令和 年 月 日

申出人 住所

氏名

{忌珊

'

支部
裁判所 御中

出張所

その旨を



(別紙78）

(別紙様式第1）

96

も

鑑定委員会職務経過表(その1出頭関係）

年月日 職務の種類 鑑定委員名

e Q

狼a

(記載例）

1

3．9． 1 記録調査,評議
○○○○
△△△△

□□□□

9．7 証拠調べ立会い ○○○○
□□□□

10.2 評議
○．○○○
△△△△

□□□□

10.5 意見書起案 ○○○○



(別紙79）

(別紙様式第2）

97

鑑定委員会職務経過表(その2届出関係）

裁判官確認 届出年月日 届出事項

●凸

鑑定委員名 備考

△ 0

､

．(記載例）

① 3．9．7
9.16現地調査
(全員）

○○○○
9． 16雨のた
め延期
9.25実施

ヅ 9．28
9.30○○市役所において調査
(B委員）

○○○○



(別紙80)

(別紙様式第1の2）

身分証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長殿

所
官
氏

く
Ｉ
く

、
、
、
″
〃
Ｐ
。
、
、
■
ロ
″
〃
企
ｓ
ｂ
Ｈ
″
夕

属
職
名

身分証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます。

一ヶ子

~
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(別紙81）

(別紙様式第4の2）

資格証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長：殿

(所

(宮

(氏

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名

資格証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます｡
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（別紙82）
(別紙様式）

債権者登録申請書[口新規･口変更］償権者ID:

年月 日

I

申請者 （本店住所）

（法人名）

東京簡易裁判所裁判所書記官殿

慣権者の名称(SO字以内）1

’

債権者の名称のフリガナ(SO字以内）2

1

ノ

100

1 2 3 4 5 6 7 8

Ｃ
ｅ

9 10 11 12 13 14 15 16 1フ 18 19 20

21 22 23 24 26 2ア 28 29 30 31 32 33 鋼 35 36 37 38・ 39 “

41 42 43 “
p

45 “ 47． 48 49 。 釦

1 2 3 4． 5 8 7 8
4

9 10 ． 11 ． 12 13 14 15． 16 1フ 18 19 20

21 22 23 24 25 28 幻 28 29 30 31 32 33 34 躯 36 37 38 39 “

41 42 43 “ 45 46 47 48 49 50



写

3 本店の所在地(郵便番号を含む｡)(107字以内）

4 支店･営業所等に関する事項

（1）支店･営業所等の名称(SO字以内）

I

･営業所等の名称のフリガナ(SO字以内）(2)

■●

営業所等の所在地(郵(3) (10フ字以内）

I

101

ー

T

1 2 3

●
■

ー

4 5 6． 7

8 9 10 11 12 13 14 15 ． 16 17

ノ

18． ” 20 21 22 23 24 25 ． 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 釘 “． 39 40 41 42 43 “ 45 48 47

48 49 50 51 52 53 “ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 84 65 86 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76． 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ．．

88 89 90 91 92 93 “ 95 96 97 98 99 mO 101 102 103 104 105 106 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 狸 23 24 25 26 2フ 28 29 30 31 32 33． 弧 35 36 3フ 38

9

39
●

“

41 鯉 “ 44 45 “ 47． 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ” 14 15 16 17 18 19 釦

21 狸 23 24” 25 26 27 28 ” 30． 31 32 33 鋼 35 36 37 38 39 40

41 鯉 43 “ 45 鞘 47 48 49 50

I■■■■

T

1 2 3

ー

4． 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17． 19

■

20 21 22 23 24 26 26 27

狸 29 30 31 32 33 34
，

35 36 37 38 39 40 41 42 43 “ 45 46 47

“ 49 50 51 52 53 54 55 56

●

57 58 59 60 61
●

62 63 “ 鱒 68 67

68 69 ” 71 72 73 74
ヶ

75 76 77 78 79 。 80 81 82 閏 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94

か

95 ” 97 98 99 10, 101 102 0” 1“ 1“ 108 107



、
』

5 債権者の連絡先に関する事項
●

（1）固定電話番号又は携帯電話番号(1回線当たり16字以内）

(2)ファクシミリ番号(16字以内）

■■■■■■■■■■■”
(3)電子メールｱドﾚｽ(携帯電話のものを除く｡1電子メールアドレス当たり64字以内）

■ ｡

102

1 2 3

’
4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3
●

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 20

21 22 23 ． 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3フ 38 39 “

41 42 43 。 44 45 46 47 48 49 “ 51 52 銅 54 55 56 57 鑓， 59 ”

61 62 83

I

“

1 2 3 4 5． 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 釦

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3フ 38 39 40

41 42 43 44 45 46

1

4フ 48 4B 50 51 52 53・ ・ 54． 55 56

1

57 58 59 叩

61 62 63 64



6 債権者の代表者に関する事項

（1）代表者の肩書(10字以内）

(2)代表者の氏名(SO字以内）

(3)代表者の氏名のフリガナ(SO字以内）

】

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 ． 6 7 8 9 10 11

’
12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

’
鉋 33 34. 35 36 37 38 39 “

41 42 43 “ 45 46 4フ 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8‘ 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29， 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ⑳

41 42 43 44 45 46 47 48 49 “



』

7 債権者の代理人｡担当者に関する事項

(1)代理人の肩書

□･支配人口参事

(2)代理人の氏名(50字以内）
一

ー

(3)代理人の氏名のフリガナ(SO字以内）

(4)担当者の氏名(50字以内）

(5)担当者の氏名のフリガナ(50字以内）

！

I

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ？ 14
･

’
15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 ” 27 28 29 30 31 32 33 34

|鱸
36 37 38 39 叩

41 42 43 44 45 “
* ■ ＝ 寺

47 48 49 ”

1 2 3 4 5 6 7 8． 9 10 11 12 ′ 13 14 15 16 17 18 19 ”

21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 顕 35 36 37 38 39 “

“。 42 43 44 45 46 47． “ 49 ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ｡ 19 20

21 型 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
｡

“

4！ 42 43 44 弓5 46 47 “ 49. ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
■

●

12 13 14 15 16 17 18 19 ”

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 型 35 36 37 38 ” 40

41 42 43 “ 45 “ 幻 48 49 卵



I

送達場所等の届出に関する事項

(1)送達を受けるべき場所

8

□3と同じ □4と同じ ロ下記のとおり(10ﾌ字以内）

(2)

(3)

.字以内）

受けるべき場所と債権者との関係(之o字以内）
ー

(4)送達受取人等の氏名

p6と同じ ロブ(2)と同じロブ(4)と同じ 口下記のとおり(50字以内）

F

105

ー

T

1 2 3

ー

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 ” 21. 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 “ 44 45 48 47

“ 49 50 51 52 53 “ 55 56 釘 58 弱 60 61 62 63 64 65 86 87

68 “ 70 71
ｰ

72 ｱ3 74 75 76

■

77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 87
〃

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ” 1“ 101 102 103 1“ 105 106 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
句

13. 14 15 16 17 18 18 20

21 22 23 24 25 26

●

27 28. 29 30.. 31 32 33 34 35 36 3フ 38 39 40

41 42 43 “ 45 鮨 47 鞄 49 “

1 2 3 4 5

’
6 7 8 9 10

|" ’
12 13 14 16 16 17 18 19 ”

1 ． 2． 3 4 5 6 フ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.

21 22 23 24 25 26 27 28 ” 30 31 32 33 餌 35
6

36 3フ 38 39 “

41 42 43 “ 45 46 47 48 49 50



還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項
､

(1)金融機関名(郵便局を除<｡20字以内）

9

(2)預金種別

口普通 口当座

(3)口座番号(ﾌ字以内）

(4)口座名義人の住所(郵便番号を含む｡)(10ﾌ字以内）

名義(SO字以内）(5)

I

義のフリガナ(SO字以内）(6)

●

106

1 ． 2 3 4 5． 6 7 8

’
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

■■■■■

丁

1 2 3

ー

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17．． 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 ”
◆

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
◆

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
●
58 59 60 61 62 63 “ 65 66 碗

68 69 70 ” 72 73 74 75 76 7フ 78 79 80 81 82 83 餌 85 86 87

88 89
●

9｡ 91 92 93 94 96 96 ” 98 99 100 101 102 103 1“ 105 106 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1フ 18 19 釦

21 狸 23 24 25 26

I

● 一

27 28 29 30 31 錘 33 弧 35 ” ” 38 ” 40

41 42 43 44 “ 46 47 “ 49 50

1

’
2 3． 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16．

、
。

16 17 18 19 20

21

’
型 23 24 25 ． 26 27 28 29 ． 30 31

■

32 33 34 35 36 37 38 39 “

41

’
42 43 44 45 46 47 “ 49 50



1

10 パスワードを忘れた際の問い合わせキーワードの設定

(1)

SO字以内）(2)

＝

L

督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意11

口同意しないロ同意する

ｰ

、

ノ

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
13 14 15 16

|V
18 19 、 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

’
“． 34 35 36

’
37. 38 39 40

41 42 43 44 q5 46 47 48 49 50



記入要領

1 新規登録

債権者登録申請書の「口新規」の□にし印を記入した上，次の要領により該当

事項を記入してください。

なお，債権者登録申請書の記載事項は末尾に※印が付されている項目について

のみ，支払督促の「当事者の表示」に記載されます。

（1） 「1 ．債権者の名称」※

法人の名称（法人の種類及び法人名）を左詰め50字以内で記入してくださ

い。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(2) 『2債権者の名称のフリガナ」

法人の名称（法人の種類及び法人名）のフリガナを左詰め50字以内で記入

してください。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(3) 「3本店の所在地（郵便番号を含む。 ） 」※

郵便番号及び本店の所在地を左詰め107字以内で記入してください。

なお，郵便番号は， 「一(ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

(4) 「4支店。営業所等に関する事項」

債権者が，支店・営業所等ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

又は代理人（支配人又は参事に限る。 ）ごとにID番号を得て支払督促を申し

立てる場合に記入してください。

ア 「(1)支店・営業所等の名称」

支店。営業所等（代理人ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

には当該代理人の所属する支店。営業所等。以下同じ。 ）の名称を左詰め5

0字以内で記入してください。
． 《

イ 「(2)支店。営業所等の名称のフリガナ」

108



支店．営業所等の名称のフリガナを左詰め50字以内で記入してください｡

ウ 「(3) 支店9営業所等の所在地(郵便番号を含む。 ） 」

郵便番号及び支店。営業所等の所在地を左詰め107字以内で記入してく‘

ださい。

なお，郵便番号は， 「一（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

i) 「5債権者の連絡先に関する事項」

ア 「<1） 固定電話番号又は携帯電話番号」※

裁判所書記官が債権者に連絡する際の債権者の固定電話番号又は携帯電話

番号を，市外局番，市内局番，加入者番号の順に「一（ハイフン） 」’で区切

って，左詰め16字以内で記入してください。

また,固定電話番号は,必ず記載してください。

なお，電話番号は， 固定電話，携帯電話の種類を問わず， 2回線まで登録

できますが，上段の欄に記載された，回線のみ，支払督促の「当事者の表

示」に記載されます。

イ 「(2) ファクシミリ番号｣※

裁判所書記官が債権者に連絡する際のファクシミリ番号を，市外局番，市

内局番，加入者番号の順に「－（ハイフン） 」で区切って，左詰め16字以

内で記入してください。

ウ 「(3) 電子メールアドレス」

裁判所書記官が債権者に処分の告知等に使用する際の電子メ〒ルアドレス

（携帯電話のものを除く。 ）を，左詰め64字以内で記入してください。

なお，電子メールアドレスは， 2つまで登録できます。

． 「6債権者の代表者に関する事項」

ア 「(1)代表者の肩書」※

代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」 ， 「代表者理事」等）を左詰め10

字以内で記入してください。

(5)

(6) ．
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イ 「(2) 代表者の氏名」※

代表者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

ウ 「(3) 代表者の氏名のフリガナ」

代表者の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

（7） 「7債権者の代理人？担当者に関する事項｣

ア 「(1) 代理人の肩書」※

該当する事項の□にし印を記入してください。

イ 「(2)代理人の氏名」 ･※

代理人の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてくだ．さい。

ウ 「(3) 代理人の氏名のフリガナ」

代理人の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

エ ｢(4) 担当者の氏名」

担当者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

オ 『(5) 担当者の氏名のフリガナ｣

担当者の氏名のブリガナを左詰め50字以内で記入してください． 。

なお,氏と名との間は， 1学分の余白を設けてください。

(8) 「8送達場所等の届出に関する事項」

ア 「(1)送達を受けるべき場所」※
一

け）裁判所書記官が督促手続関係書類を送達する場合に，債権者が送達を受

けるべき場所について，該当する事項の□にし印を記入してください。

(ｲ） 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合は，郵便番号，送達を受
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I

けるべき場所（支店や債権管理センターの所在地等）を左詰め107字以

内で記入してください。

また， (2)から(4)の事項についても,､記入してください。

イ 「(2) 送達先の名称」※

送達先の名称を左詰め50字以内で記入してください。

ウ 「(3)送達を受けるべき場所と債権者との関係」※

送達を受けるべき場所と債権者,との関係（ 「○○株式会社○○支店」 ，

「株式会社○○債権管理センター」等）を左詰め20字以内で記入してくだ

さい。

エ 「(4)送達受取人等の氏名］※

（ｱ）裁判所書記官が債権者に対して督促手続関係書類を送達する場合の当該

書類の受取人について，該当する事項の□にし印を記入してください。

（ｲ) 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合において，送達受取人が

自然人のときは，その氏名を左詰め5_O字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

（ｳ） ・｢口下記のとおり」の□にし印を記入した場合において,送達受取人が

法人のときは,．法人の種類,法人名，代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」

， 「代表者理事」等）及び代表者の氏名を，左詰め50字以内で記入して

ください。

なお，法人の種類，法人名，代表者の肩書，代表者の氏と代表者の名の

各問は，それぞれ1字分の余白を設けてください。

「9還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項」(9) 「9還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項」

ア 「(1) 金融機関名」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関名（郵便局を除く。 ）を左

詰め20字以内で記入してください。

イ 「(2)預金種別」
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債権者が保管金の還付を受ける場合の該当する預金種別の□にし印を記入

してください。

ウ 「(3) 口座番号」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関の口座番号を左詰め7字以

内で記入して．ください． ◎

エ 「(4) 口座名義人の住所（郵便番号を含む。 ） ］

口座名義人の郵便番号及び住所を左詰め107字以内で記入してくださ

い。

なお，郵便番号は， 「－（ハイ･フン） 」で区切って，記入して下さい。

オ 「(5) 口座名義」

口座名義を左詰め50字以内で記入してください。

なお;法人の種類と法人名との間は， 1宇分の余白を設けてください。

力 「(6) 口座名義のプリガナ」

法人の種類及び法人名のフリガナを左詰めsO字以内で記入してください。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

⑩ 『10パスワ胃ドを忘れた際の問い合わせキーワードの設定」

ア 「(1)秘密の質問」

次に掲げる質問のうち希望する秘密の質問に該当する数字を□に記入して

ください。

「1」 あなたの出身地はどこですか？

「2」 あなたの父方の祖父の名前は何ですか？

「3」 あなたの父方の祖母の名前は何ですか？

「4」 あなたの母方の祖父の名前は何ですか？

「5」 あなたの母方の祖母の名前は何ですか？

「6」 あなたが飼っているペットの名前は何ですか？

「7j あなたの好きなお酒は何ですか？
一
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「8」 あなたの好きな食べものは何ですか？

「9」 あなたの好きな映画は何ですか？

「10」 あなたの好きな歌手は誰ですか？

「11」 あなたの好きな男優は誰ですか？

「12」 あなたの好きな女優は誰ですか？

「13」 あなたの好きな歌は何ですか？

「14」 あなたが最初に購入した車は何ですか？

「15」 あなたの卒業した小学校の名称は何ですか？

［16」 あなたの卒業した中学校の名称は何ですか？

「17」 あなたの卒業した高校の名称は何ですか？

イ 「(2)秘密の答え」

秘密の答えを左詰め50字以内で記入してください。

伽 「，1 督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意」

支払督促の申立て，仮執行宣言の申立て及び支払督促の更正の処分の申立て

を却下する処分並びに支払督促の申立ての不備を補正すべきことを命ずる処分

の告知をオンラインにより行うこと及び送達不能通知をオンライン（通知は発

信した時に債権者に到達したものとみなされます。 ）により行うこと並びに債

権者に対する支払督促を発した旨の通知を省略することに関し，同意するか否

かを該当する事項の□にし印を記入してください。

⑫その他の留意事項

ア 1マスに1字を記入してください。

なお，濁点及び半濁点については，独立して1マスに記入することはせず，

濁音及び半濁音として1マスに1字を記入してください。

イ各欄への記入要領中；余白を設ける旨の定めがある場合において，余白を

設けると所定の字数内に記入すべき事項を書き切れないときは，余白を設け

る必要はありません。

4
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登録事項の変更

1の(1)から1の(4)まで， 1の(6)， 1の(9)に掲げる事項又は申立方法に関する事

項（債権者による申立てから代理人による申立てに変更しようとする場合又は代

理人による申立てから債権者による申立てに変更しようとする場合）の変更をし

ようとする債権者は，債権者登録申請書の口変更欄にし印を記入し,･債権者登録

申請書に当該登録を受けたときに付与されたIDを記入した上，記入要領に従っ

2

て，登録の変更をしようとする事項についてのみ，記入してください。
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(別紙83）

(別紙様式第1）

印紙の種類

’ 予納収入印紙等管理票 □収入印紙

口登記印紙
－－

｜

厩
事件番

年（ ）第

号

予納者
ロ
万

年月日 摘 要 引継・予納額 使用額 残額 印

(注） 印紙の種類は，該当する□にゾを付す。
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‐

(別紙84）

(別紙様式第2）

令和 ，年（ ）第 号事件

令和 年 月 日

予納者 殿

裁判所

裁判所書記官 印

返 還 書

予納を受けた口収入印紙
口登記印紙

；手数ながら別紙の受領書を提出して.ください。

円分を返還します。

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等返還書
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守

(別紙85）

(別紙様式第 3）

｜
｜

|令和 年 （ ） 第 号事件

裁判所
■ ｡

裁判所書記官 殿

受 領 書

口収入印紙

口登記印紙

円分を受領しました。

令和 年 月 日

住 所

氏 名

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等受領書
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(別紙86）

(別紙様式第4）

～

予納収入印紙保存簿

受 入 れ 処 分事 件 番 返還事由

発生年月日

号 額
年月日 摘 要 年月日 摘 要 印

令和 年. （ ）第 号

令和 年（ ）第 号

令和 年（ ）第 号

令和 年（ ）第 号

～

令和 年（ ）第 号

令和 年（ ）第 号

令和年（ ）第 号

令和 年（ ）第 号 P

I 令和 年（ ）第 巨
万

令和 年（ ）第 号

重
画



(別紙87）

(別紙様式第5）

予納登記印紙保存簿

一

一

②

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月日 摘 要

返還事由
、

発生年月日

処 分

年月日 摘 要
勺■

印

令和 年. （ ）第 号
0

● ●
● ●

■ ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
■ ● ■ ●

令和 年（ ）第 号 ■ ●
■ ● ● ｡

令和 年（ ）第． 号 ● ●
● の ● ●

令和 年（ ）第 号 ● 。
● ● ● ●

令和年（ ）第 号 ● ●
■ ● 6 ｡

令和 年． （ ）第 号 ● ●
● ■

● ●

令和 年（ ）第 号 ● ｡。
● ● ● ■

令和 年（ ）第 号 ● ●

● a
■。 ●

令和 年（ ）第 ． 号 Q ●

の ●8 ● ●



(別紙88）

(別紙様式第6）

（

令和 年 月 日

裁判所物品管理官殿｛

裁判所 訟廷管理官

物品（収入印紙等）取得通知書

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経

過した別紙記載のロ収入印紙 について，同条第2項の規定により物品管理官へ
口登記印紙

引き継ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します。

I

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名

の記載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

印紙の種類は，該当する□にゾを付す｡
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(別紙）

口収入印紙

調書
口登記印紙

引継

凸
■
Ｙ
、
Ｉ
Ｐ
少
Ｐ
、
Ｒ
Ｊ
ｒ
凸
己
■
・
０
Ⅱ
！
■
０
Ｇ
日
■
日
■
且
日
■
■
■
８
■
２
Ｈ
ｑ
０
２
８
０
ｐ
ｉ
８
■
Ｂ
Ｔ

５
６
１
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ
Ｔ
６
０
■
甲
Ｕ
々
ｉ
ｆ
●
口
中
Ｉ
■
ｆ
‐
さ
り

i l
i雷’

名 称 摘 要

(金 種）

数量 備 考

８
Ｇ
℃
．
‐
１
，
・
●
‐
，
‐
，
．
●
●
．
，
‐
‐
，
一
’
‘
‘
，
‘
‘
‘
●
Ｉ
ｒ
Ｊ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
２
０
‐
’
１

一一

収入印紙
登記印紙
－0－－－

□
□

ト

円印紙|枚
｜

幸や －才 ､ P ・ や-’っ一

‘

f

円印紙｜ 〃
I

1

JJJ1
一一一・一一一

Ｉ
ｒ
ｌ
－
‐

一ヶ一一

ロー－一

一一一●Gec■ 口 早一一

告
Ｉ
‐

一一 一一
－

－

円印紙｜ 〃

I－ 一一

一F一
一一一口一一一~ 宇一

－

判圓l 』’

一
一

判且］

出
一
８
－
８
－
唖

固」

８
－
１

(注） 印紙の種類は，該当する□に了を荷子ら
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､

入印

記印

口収

引継
口登

紙

明細書
紙

門
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
・
一
円
一
円
一
円
一
ｍ

型9 、

Ｈ
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
，
円
一
円
一
円
．
一
円
一
円
一
弓
一
円
一
弓
一
五

一 一

叉i 梱

咽
一
・
魚
四
一
印
刷

撫
一
伽
桝
；
一
樹

閃
斗
川
鞆
『
了
知

叉； 初
一一一…←．一一一.一

度； ＃

『
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金種
、
ｄ
ｏ

－－－－
－－凸ーr▼

円

● ｡

一－－－ｰ

円｜
I

〆由

寺

』

当

１

２

■

。

？

ｌ

■

６

．

Ｆ

０

、

Ｐ

卜

ｒ

け

Ｐ

ｔ

。

，

”

一一七一To－－ ■一■▽

円

ロ
ー
タ
ー

１
７
６
０
，
４

一一一ヶ－一

Ｃ
ｆ
■
官
ｒ
？
■
■
■
■
■
■
■
■
０
■
■
■
■
■
■
■
。

円1-両戸gi
５
０
‘
候
・
，

事件番号
心
ａ
０
ど
〃
↓
■

．
Ｕ
ｐ
ｐ
ｑ
。
■
ｑ
‐
甲
Ｉ
Ｏ
Ｆ

Ｈ
ｈ
Ｉ
ｆ
肉
４
Ｌ

合計額

i

I

’
１
１

備 考

枚

枚

枚
一
枚
一
粒

一
一
一
一

枚
一
枚
一
枚

一
一
一
一
一
芦

枚 枚
↓

一．一一-".一今一一・・一一T~"…ｰ マ” ~－． 岸~~一画
． I

枚
一
枚

一

I

「
I

枚
一
枚
一
８

枚
一
枚

－=ｰ～● ｰ音

枚

枚 枚

■一ー一旬

枚

枚
~－－

枚！

枚

枚

枚

枚
一
枚
一
枚

一
一
一
、
一
“

枚

枚
一
枚

枚
一
枚

枚

枚
一
枚

、

枚

枚
一
枚
一
枚

一
一
一
一
凸
一

枚
枚
一
枚

一
一

枚
一
枚
一
枚

一F r■1－‐早一

－訂 一令一

一
枚
一
枚
一
枚

一
一
一

一
幸

枚
一
枚
崔
枚

一
一

●
一

敏
一
検



(別紙89）

(別紙様式第7）
ノ

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

一

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納収入印紙及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

1
令和○○年○○月○○日

○○○○裁判所○○首席書記官○○○○も

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は, ‐次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○
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(別紙90）

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納登記印紙及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

4

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

I
令和○○年○○月O○日

○○○○裁判所○○首席書記官O○○○

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。

2 括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的
に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○o○
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(別紙91）

(別紙様式第9）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記2の裁判所職員の立会いの下，下下記1の損傷した予納収入印紙について，下記2のう

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

記

1損傷した予納収入印紙

（1） 事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。
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(別紙92）
、

(別紙様式第1o)

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記1の損傷した予納登記印紙について，下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

記

r 損傷した予納登記印紙

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 O○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。
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事務総局会議資料毒5
《3月（6日開催）

【総局会議配布資料】

(令和3. 3 16総務局）

行政不服審査請求に対する裁決について

(配布資料目録）

裁決書（案） 7件1

ノ

〆

→



【総局会議配布資料】

最高裁総一第●●号

裁

審査請求人

決 書

主 文

畷蕊一
事案の概要

１
■
■
■
■
■
■
■
１

e



－旨＝＝三句 ユ

1

審理関係人の主張の要邑日

’

理 由

令和3年●月●日

2



最高裁判所

（教示欄）

1 との裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す｡)，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては,不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過,した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります｡

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。

3



最高裁総一第●●号

裁．

審査請求人

決 書

口 ’

■

主 文

事案の概要

ｉ

’

審理関係人の主張の要旨

1



理 由

2



令和3年●月●日

最高裁判所

（教示欄）

1 この裁決については, この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す｡‘ ） ，裁決の取消しの訴えを提起するこどができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2 上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。

3



最高裁総一第●●号

裁

審査請求人

決 書

1

主 文

■■■■■■犀罰
事案の概要

審理関係人の主張の要旨

｜

’I

1
〆



!｛

理 由

令和3年●月●

最高裁判所

2



〆

I

（教示欄）

1 この裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となり．ま

す。 ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

z上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

0

られる場合があります。

3



最高裁総一第●●号

決 書裁

審査請求人

主 文

｜
事案の概要

1

1



審理関係人の主張の要旨

由理
←

2



’

1

令和3年●月●日

最高裁判所

（教示欄）

1 この裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す。 ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし, この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2 上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

3
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最高裁総一第●●号

裁 決 書

■
審査請求人

’

主 文

事案の概要及び審理関係人の主張の要旨

I

1



由理

令和3年●月●日

最高裁判所

（教示欄）

1 この裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す。 ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2 上記の期間が経過する前であっても，この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日:の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

2
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最高裁総一第●●号

裁

審査請求人

決 書

’ ’

主 文

「－

服理跡上

事案の概要

1



審理関係人の主張の要旨

理 由
ー

2



令和3年●月●日

最高裁判所

（教示欄）

1 この裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟におい.て国を代表する者は法務大臣となりま

す。 ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2 上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。

3



最高裁総一第●●号

裁

審査請求人

決 書

主 文

|蕊藍顛溌 I瓢
事案の概要

1



ノ

審理関係人の主張の要旨

理 由

2



1

令和3年●月●日

最高裁判所

（教示欄）

1 この裁決については， この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す。 ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

3



ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては，不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2上記の期間が経過する前であっても, この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。
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浮善蕊議料茅’

事務総局会議配布資料

最高裁総当第⑲織織号

（庶い－o4)

令和3年3月鯵②日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

押印を求める手続の見直し等のための関係通達の一部改正に
ついて（依命通達）

下記に掲げる通達の一部をそれぞれ次のように改正します。 ：

なお’簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください． ◎

記

第1 平成10年4月30日付け最高裁総二第22号総務局長通達ン1』≦ 1~"八‘1U－r誌ノブDUR1,』Iﾉ取伺誠総一弟Z2.号総務局長通達「図書資料事務

取扱要領について」

別紙様式第1を別紙1のように改める。

第2平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び
分配に関する事務の取扱いについて」

記第2の2の(3)中「受領印」を｢受領した旨の確認」に改め， 同(3)のただし書
中「認印を受ける」を「その旨の確認をする」に改める。

第3平成4年8月21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「帳簿諸票の備付
け等に関する事務の取扱いについて」

1 記第2の1の(1)の力中「の受領印」を「を受領した旨の確認」に改める。
2別紙様式第36を別紙2のように改める。



第4平成7年3月30日付け最高裁総三第28号総務局長，経理局長通達「過納

手数料等の還付金の支払及び旅費，鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」

別紙様式第1を別紙3のように，別紙様式第2を別紙4のように，別紙様式第
6を別紙5のように改める。

第5 平成9年8月20日付け最高裁総三第97号総務局長通達「事件記録等の閲
覧等に関する事務の取扱いについて」

1記第3の3の(1)のア中「閲覧人・謄写人記録等受領印」を「閲覧人・謄写人

記録等受領確認」に， 「その受領印」を｢受領した旨の確認」に改め，同4の

(1)中「複製申請人複製物受領印」を｢複製申請人複製物受領確認」に， 「に受
領印」を「に受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙6のように,.別紙様式第2を別紙7のように，別紙様式

第3を別紙8のように,別紙様式第4を別紙9のように，別紙様式第5を別紙
10のように改める。

第6平成4年9月2日付け最高裁総三第31号事務総長通達｢裁判所の事件に関
する保管金等の取扱いに関する規程の運用について』

1 記第3の3の(2)のウ中「受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第6を別紙11のように，別紙様式第8を別紙12のように改める。

第7平成7年3月24日付け最高裁総三第1S号事務総長通達「予納郵便切手の
取扱いに関する規程の運用について」

1 記第5の1の(3)のア中「受領印若しくは署名」を「受領した旨の確認」に改
める。

2別紙様式第1を別紙13のように，別紙様式第2を別紙14のように，別紙

様式第3を別紙15のように，別紙様式第4を別紙16のように,別紙様式第

5を別紙17のように，別紙様式第6を別紙18のように，別紙様式第7を別

紙19のように，別紙様式第8を別紙20のように改める。

第8平成9年7月16日付け最高裁総三第84号総務局長,民事局長通達｢少額

2



『

訴訟における手続教示，録音テープ等への記録の手続及び口頭弁論調書の作成に

ついて」

別紙様式第1を別紙21のように，別紙様式第2を別紙22のように改める。

第9平成20年2月5日付け最高裁総三第000023号総務局長通達「民事裁判事務

支援システムを利用した事務処理の運用について」

1記第4の2の〈3)のエの(ｳ)中［受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙2sのように，別紙様式第2を別紙24のように改める。

第10平成7年4月28日付け最高裁総三第24号事務総長通達「押収物等取扱
、

規程の運用について」

1 記第5の2の(5)中「受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙25のように；別紙様式第2を別紙26のように，別紙

様式第3を別紙27のように，別紙様式第3の2を別紙28のように；別紙様

式第4を別紙2gのように，別紙様式第5を別紙30のように，別紙様式第6

を別紙31のように，別紙様式第7を別紙3zのように，別紙様式第8を別紙

33のように，別紙様式第9を別紙34のように，別紙様式第10を別紙35

のように，別紙様式第11を別紙36のように，別紙様式第12を別紙37の

ように，別紙様式第13を別紙3sのようにゥ別紙様式第14を別紙39のよ

うに，別紙様式第15を別紙40のように，別紙様式第15の2を別紙41の

ように，別紙様式第16を別紙42のように，別紙様式第17を別紙43のよ

うに，別紙様式第1.8を別紙44のように，別紙様式第19を別紙4sのよう

に，別紙様式第19の2を別紙46のように，別紙様式第20を別紙47のよ

うに，別紙様式第21を別紙48のように，別紙様式第22を別紙4gのよう

に，別紙様式第23を別紙50のように，別紙様式第24を別紙51のように，

別紙様式第25を別紙52のように，別紙様式第26を別紙53のように，別

紙様式第27を別紙54のように，別紙様式第28を別紙55のように，別紙

様式第29を別紙56のように，別紙様式第30を別紙57のように改める．

9



／

第11 平成20年10月22日付け最高裁総三第000990号総務局長，刑事局長通

達「刑事損害賠償命令事件の調書の様式，記録の編成等について」

別紙様式第11を別紙5sのように改める。

第12 平成27年6月19日付け最高裁総三第133号総務局長通達「民事裁判

事務支援システムを利用した家事事件等の事務処理の運用について」 、

1 記第4の3の〈4)のウ中「受領印｣‘を「受領した旨の確認」に改め， 同6の(1)
中「押印及び」を削る。

2別紙様式第1を別紙59のように，別紙様式第2を別紙60のように改める。

第13平成23年1月13日付け最高裁総三第000004号総務局長通達「刑事裁判
事務支援システムを利用した事務処理の運用について」

記第2の1の(2)中「受領印」を「受領確認」に改め，同2の(1)及び(2)中「受領
印」の次に「又は受領確認」を加える。

第14平成16年3月5日付け最高裁民二第97号民事局長,家庭局長，総務局

長通達｢民事保全の手続及び配偶者暴力等に関する保護命令の手続における録音
体の利用， ､調書の様式等にjついて」

別紙様式第2を別紙61のように改める。

第15 平成3年4月10日付け最高裁民二第89号事務総長通達「民事訴訟手続

に関する条約等による文書の送達，証拠調べ等及び執行認許の請求の嘱託並びに
訴訟上の救助請求書の送付について」

別紙様式第1を別紙62のように，別紙様式第2を別紙63のように，別紙様

式第3を別紙64のように，別紙様式第4を別紙65のように；別紙様式第5を

別紙66のようにシ別紙様式第6を別紙67のように，別紙様式第7を別紙68

のように，別紙様式第8を別紙69のように，別紙様式第9を別紙70のように，

別紙様式第10を別紙71のように，別紙様式第11を別紙72のように,別紙

様式第12を別紙73のように，別紙様式第13を別紙74のように，別紙様式

第14を別紙75のように，別紙様式第15を別紙76のように改める。

4



第16平成9年12月22日付け最高裁民二第616号事務総長通達「 「民事訴

訟費用等に関する法律」 ， 「刑事訴訟費用等に関する法律」等の運用について」

別紙第1中「判を押し」を削り，別紙第2を別紙77のように改める。

第17平成4年7月8日付け最高裁民二第193号民事局長，総務局長，経理局
長通達「鑑定委員に対する日当等の支給について」

1 記2及び記S中「署名又は押印」を「記名」に改める。

2別紙様式第1．を別紙7sのように，別紙様式第2を別紙79のように改める。

第18平成2年12月13日付け最高裁民三第499号民事局長通達「滞納処分
と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて」

1 記1の(1)中「記名押印した」を「記名した｣に改める。

2記10及び記13中「記名押印して」を「記名して」に改める。

第19平成6年12月20日付け最高裁民三第441号事務総長通達「執行官等
に関する事務について」

別紙様式第1の2を別紙80のよう．に，別紙様式第4の2を別紙81のように
改める。

第20平成18年8月9日付け最高裁民一第000574号民事局長依命通達「民事訴

訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促
手続に関する事務の取扱いについて」

別紙様式を別紙82のように改める。

第21 平成23年3月28日付け最高裁家一第001376号事務総長通達「予納収入
印紙及び予納登記印紙の取扱いについて」

1 記第2の4の(1)のウのtｱ)中「受領印若しくは署名」を「受領した旨の確認」
に改める。

2別紙様式第1を別紙83のように，別紙様式第2を別紙84のように，別紙

様式第3差別紙85のように，別紙様式第4を別紙86のように，別紙様式第
5を別紙87のように，別紙様式第6を別紙88のように，別紙様式第7を別

馬



紙89のように，別紙様式第8を別紙90のように，別紙様式第9を別紙91

のように，別紙様式第10を別紙92のように改める。

付記

1 この通達は，令和3年4月1日から実施する。ただし，記第2から記第18ま

で及び記第21の定めは，同年7月1日から実施する。

2 この通達の実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， これを

使用して差し支えない。
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(別紙1）

(別紙様式第1）

辺一書 原 簿

著者名 書 名（巻次・版次）

受 入

年月 日

受入

種別

分類

記号
図書

登録番号
発行所 出版年 定価 備付先 備 考

割



(別紙2）
(別紙様式第36）

‘令和 年（ ）

l=付l事件琴=|藤I |被疑者等I意雨悪T霊
I ．

罪名等 備 考

（
行
イ
・
行
ク
・
る
・
む

◆

令
状

て
・
家
ロ
．
少
ロ

華
頑

求
事
件
簿 医

に
）
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（別紙3）

(別紙様式第1）

概算請求書
判所 御中

裁判所 、 令和 年（ ）第 ロ
言

請求費目
グ

1請求者記入溺I

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
Ｇ
－
一
三
一
《
一
一
一

○すま

一
一

し求請

算
一
一

概

一
ｑ
一

を目

一
一

費

求
》
’

’
０

一
一

請上記
日
一

一
■
七

一
一

つ
・
そ
三

て
月
一

。
、
０
Ｖに
年
一

標
令
斗
一
州
一
舳

件事記
和
一

二一一

賑込先金融機関卒

一
三

店
三
一
服
一

一
●
一

鵬
一
趣
一

姉
一
・
一

庫
座

金

当
一
繩
一

一
一
一
一

番･号（説長

一
一
一
一
一
一
一
一

一

一

・

言一’一
一
一
一
一
一
一
一
一
ト
ー
’

一
一
一

一
ナ
ー
義

附
一
鯉

一
フ
ー
ロ

概算額亥鵜決定欄2
P 寧 李

概算払支給額
｜ 令和 年 月 日
円｜計 係官印

一
「
‐

一
■
一

ｒ
一

一
・
一

一

一
毎
一
。
一

由
一

一
。
一

事
一

一
◇
一

注
す
十

内

I

訳

a二現金払等領収禰

上記の概算払支給額を領収しました。

令和 年 月 日 。

氏名

4備考
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k

(別紙4）

(別紙様式第2）

精算請求書
龍判所 御中

裁判所 令和 年（ ）第 号

月
一
月

癖
一
年

出
一
和
一
〈
祠

一
日

日
．
’

！
‐
１
１
↑
‐
‐
‐
‐

出頭場
一一一一 申～－－－－－－－ 二一 一

所
■－▲一

－e一一

請求費目

1請求者記入欄

’ 標記事件について，上記請求費目を精算請求します。

令和 年 月 日

一一≠ L＝● 四℃－－－－－F 一一 G－一一一 ､一一－=毛→■写一一己 , 告酉＝』 →一一句 ｡卓－－4ムーニーーー■ ←■－－=－ゆ－ ←‘けﾏｰ一一一一一→ ●－－－●－1－－－ﾏ一一・－－句､｡△－－－＝一一一手一一ロマ ーー今一一宇÷一一－一一一

住所

フリガナ
‘ー~ ~々 a一一一一.今令一一一一一一一壱一 －－~勺一一.－． －. ■一心一● ｡ q ■己" ･勺々一一一一一. 『ず ‘』~ず△~‘』ﾏ守 ･一. 『 q､一一一~一一. "' 己 ･一－－－－両一一一ｳ"●‐宙一・▲－寺一ママーーーーや＝勺 -今一一一一ワー卓←■垂ﾑｰｰ‘』 - ･ ‘ ･ △

一マーー草一一一一"‐一一－一‐一一､一一－一一一一ローウ･→凸･－－一一一一一一一一つ畔やヰﾕ~4 ﾔ¥暫宇～~●中一一一一一一一 . . 4 ■－－bﾑ ･･･勺■■丸- -. ･ .-－一・一一～一一一一一一一句ｳﾏｰﾏP一一一一年一多‐苧四一一一一昔一●軸争.P-.. .→一一･寺一一一

氏名

振込先金融機関名 ’ 店
一
一
１一
段
－
１
一
月

一
，
一
知

鵬
一
燗

●
一

難
一
・
躯

●
一

行
一
一
普

銀

・
通

●
－

１
「
ｉ
ｉ

尚
一

預金種別

口座番号（記号・番号） ’
一

ロー－一寺●ザ｡－＝一一－●■一心 △－■一一→●､寸亜今一●－－－守= 可

一一､占一‐一一■争一. 一一年＝年一一今一一一一一●＝ ▽. 一

－－一ﾛ ｰｰｰｰ

I

口座名義

精算額決定追給額支給・返納額決定欄

令和 年 月 日

係官印
'

精算額 既払額（概算額）
－－凸－△－1－－Fマ クセ"ご －～皇

追給額 返納額
一一－～－一一－一一

一今望－
－

計
~ｰ－4■一一一－－－－－－－

円 円 円 円

■
一

ム
ユ
ュ
ー

●
‘
，
１
０
’
．
ｊ
０
０
’
０
０
，
↑
”
？
ｂ

額

》
毎

金
一

■
一
■
■
■
■
■
■
Ｆ
Ｄ
■
Ｂ
■
■
Ｕ
ｂ
ｌ
６
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ト
ー
１
１
－
｝

事 由
一一己P▼今ウシ｡一●ーー－－－ーマーニ毎－一一一一一■~勾一虹邑一一一一一一一一一一 ■勺一一－－－－， 4－や－一一T－－－コ－－－｡一

内 ーーグ●‐－－グ｡～ヂー－－号①＝＝●｡｡■＝ 弓 一一今 →画一一一一一一 一
一

一・“~"－－ー一－． ．－､管‘. .一~･一－－ ， ．．．ｱ･～－－q一・一一一一一一勺－－． . ､､公一一等一 』一､． ‐ ｡ －一ーｳｰ÷ ◇ ヨ ーーー~‐■ ■｡■ユェーーーーーや 0マー1画｡● ･‐デーマー－ﾏ 可 己､｡ァ早～~一一一一一一一や－－. 争 可 凸角一一一斗■ 』1－,■ 車－一q■一マニ‐◇ 4－やっ一ﾆ ｰｰ

■今一■ー一－－－－4 今.‐-画 .一－－－－－、一・一'一一望 ■ﾀ－－■マ● .‐Ce△口令ﾏﾀの一一一一一一一■ 』 マ ク◆‘一一一一－勺司旬一一,－－－－砂｡七一一七 r今一一一一一一 丙 4

.宇‐ー~～~－－ー寺■■ 当り口 ■ L ～ﾛ ｰ ､－句一一一一一一一一一南一一r－－－－マ－一=､－－一一一一一ー一一一一→シロ今舍 』 F一

訳

‐

3現金払篝領収稲

上記の追給額を領収しました。

令和 年 月 日

氏名

4備考
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(別紙5）

(別紙様式第6）

確定払請求書
麦判所 御中

裁判所 令和 年（ ）第 ロ
万

一
一
・
’
１
’
，
。
，
、
１
１
１
１

一
日

一
月

年
一
一
月頭

一
年

型
一
和
一
令

出頭場所
一一－一＝ →ﾖ①－－一一一一一一一一・－－－－－単一一一一0－三口一 一一一一→ ･ P‘芋先 r一一一・ 一一-----T -ｳ甸一竺己－－－－－

一一◇－－

1請求者記入欄

印
一

．

一
一

す

一
一
一
一

まし

求
一
一

請
一一
一

を

一
一

一
Ｇ
一
言
一
一
一
一

壱
・
一
一
Ｐ

一
一
一
一
一
一
一
一

日
一
一
一

吋
月
一

一
一

１つ

一
一

坤
峠
口
所
一
肘
一
名

事標
令
一
住
汀
一
氏

一
三
一

一
段
一
．
’
一

一
州
一
ぜ

・
一
口
言
一
幸

断
言
雛
筐
圭
，
一

一
一
一
町
一

一
一
一
一。＋
Ｉ
‐

一
一
ｊ

》
一
翻
一
》
一
癖
一

義名座

峨
一
預
一
溺
一
フ

・
口

噸
一
一
噸
一
一

2皮給援鋤一

｜

｜
円 ’

支給額 令和 年 I月 日

計 係官印

一
一

一
＃
一
一

一
一

一
●
’

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
由
一
一

一
一
一
一
一
一
一

事

一
一
一
一
一
一
一
一

●
’
一
一
一
一
一
一斗

一
一

額
一
一

金
一
一

一
一
内

訳

3二現金払等領収欄

上記の支給額を領収しました。

令和 年 月 日

氏名

饗備考
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(別紙6）

<別…第1）

』 写
鍾二一－ -

●

、 麺

庫．一・...…｡．‘｡.．~･~.....…~･･･..・・---.-．例． ・今．．…･･－．銭･－．…･･今も．．？･･･弓取・-.-1…･…｡｡-も上････，鍬…………．．－．……･…………

(庁名）
ー→－－－－－－ー－ゆ-．－一

鰯 号

■角

●

巳

12

原符･善 号

犀事事件配録等鮪.鷺 の 醗写願 申館区分
■

閲 錘'･勝 邪？ ､櫨製
申鯛隼月

由 ■

日．

事件蕃号
争

､一・一

肖事を
氏。 ､名

原轡等

彼盗
j

等

閲‘覚停の臣的

－一一〃q

■

所舞卑軽跡聞
次画期白

令和 年 月
■

－一一一●‐＝ 一 一 一 一

.令和， .､年《
巳 ｡

一

一
，

一寺

日
一

鏑 号

－

－－ー一･一一一･ 一一･･－'-－－

分
一
日

１

｜
凋

他

今

の

そ
・
間一吟

●毎
．
轍
単
．魁
一

餌
ｒ
ｌ
Ｌ

■

申
鯖
．
人

資 、 柊

氏 渇

閲覚
●

鰐写
人氏宅

｡■■

墨出審鋼

幽亭寺・代惑▲・利客関係人
■

そ”他《 ． ）

－－－－●ケーー =

－－－－－－－ 一一

印

－．℃－一 ,

－一一 --,-

f
●

佳 鱗
●●●

・ そ嘩趣

〕 ｜
’

閲嵐辱の郡分
● 肝;否及び特別轍定条件 貯可橿憲印

解

香

●

閲流人。 、勝写楽
■

･毘録辱受預砿畷
ｰ一二－‐ 三 一雫二 二・ ‐

● 6

館鹸係髭節停

逼威礪･覇剛

親．当部係 部 係、



(別紙7）

・ ・ 0~急 ･

煽り紙綱鯖2）

騨噸件記録癖閲雛･馴写鰯爵f腫侭

・・ ・･……･･･…･･画｡－－－－･……………･･･籾…･･一･一･…｡｡．,……･････一士･土・敵・・……．。F･‘…．．‘｡･･－－=-．鯉一一字･=･や.-..…..－｡..｡...…．
●

（庁傘）
ウー一一＝－－－－

一二

ｰ‐一一ーぬ一一一＝ニニ ニ マ ､三 一一一一一一一一一一．､ ．．

注愈－ 1 申鯖人賦．､米枠内に所要事項を妃入し， 『印艦」横に所定鋼の印紙峯ちよう胴（禰印しない． ）
の上，瓜狩から切り取らないで‘．この扉を係員に提出してください． 、

Z. .. 『申鮪区分』楢・ 「申麟人』 .掴のr麦絡j鱗・ 『闘厘毎の目的j欄及びr儘出響賦」櫛は，
伎蜜文字密◎で囲み,その他に畝窪する濁合に･は? 《 ・ 》内に具蝿に配入しそください.
a 『閲髭・館辱人曇名j掴は。申鰯人以外の竃に閲党･鯨写をさぜろ塙合に記入して＜魁さい．

句

ユ

４
Ｊ

、

.~･－･ー－~で.｡ー－－－－－－－－－．－ローーー凸-.---〒一一・一-一一一一一一一一一・一－一一・・一一一一一一一一一一-一・一・一一一一一.－．､－－ 二一 ， . ､ --. -｡

ー一一一一一一一一一・‘■一一・‘■ 三 =

13

刑事窮件記録等臓蹴・騰写栗
●ｰ勺●一pー ー

申餓年･月日

事件番

b ●

号

被告人艀氏名

閲莞壌の圓的 ’

’
勾丁 一
一
Ｊ

｡● ~－－－－－一二

:令和 ・年 周 臼

令和
＝ マー－－

・ 年《 》

第 号

－－－－－■･－一－

e

O

鯨舩軍侃辱・その他．

〔 〕

申鯖匿分申鯖匿分

~－1
〆一

申申

鯖鯖

人人

糞 格

住
又は
所

会
名

士瞳．弁
，
氏

。 ●。 ●

記 録 ・ 鉦拠物
●

記 録 ・ 鉦拠物
●

－－－－－－

醐 鷲醐 鷲
●

●

●

●

－－

勝写勝写

一
郭
〃
｜

ゆ
一』

人

一

噸弁Ｃ》
く
一

一
郭
〃
｜

ゆ
一』

人

一

噸弁Ｃ》
く
一

一一 ~－－－－ｲ ， － ﾆ ﾆ一一 ~－－－－ｲ ， － ﾆ ﾆ

･印･印

柾縄物購写方法

一一一一一アーーーー

所嬰見込鱒間
ー●一

次回.期日

一一一一〒一一一
時間

一

一一一

－－

－一

;分
一一

月 日・申

豐妥氏名豐妥氏名
縄出癖蟻縄出癖蟻

事鴎員． ，頚 宥・・その他事鴎員． ，頚 宥・・その他
〔 〉・●
〔 〉・●

● ●

愛任状､その彼
●

（ 〕
鮮蕎及び輪別.抱垂条件

許

否

’

交付月 日 ｜ ・ I

題墜瘻W〔』雷印

ーー

~1-ず一
閲党人6勝零入

e

●

記録等受領砿隠
・ 色

－℃



、

(別紙 8）

(別紙様式鰯a)

唾 霊

号

一
・
鯉
扇

Ｆ
タコ間 エマ六句

当琴記官受領目
一一一

解件担苗書配稽

匡一塁･＝国

‐ー｡

、一口唖

(庁名〕 ダ

原蒋善喜r~蕊~‐
－FF▽F, p p － q －一－

号 担当部係

壽晉計応芯筌寺壼一芸･家事事件配録等閲戴d｡膳窮顛●

…･一､~～ー一一－一一一 －－T－－－－－，．．－－一一一一一一一 .,輿.,へ一一一一.告 ．一・.qa

割睾F二二

、

－－一一一一一一.ザー｡

(申賄人との盟係$． 〉封
Ｊ
分
一
“

等
一
一

靴
．
・
間
一
月銅

停胴判
・
密
ｒ
ｌ
Ｌ

的目の
‐
等鷲・
閲
一
所
一
致
．

閲覧

． 人氏名
勝写．

一一ー－－－－･ 幻 p~一一一・ 一 一一一一

二鑑三厩寧圭
－－－－－_ 貫 一 二●

0

軍_墜一壁－2－里一重－－｡

１
１
１

否

’』

ｃ
０
０
９
Ａ
Ｏ
Ｏ
６
０
ｇ
Ｏ
ｇ
Ｏ
Ｏ
８
０
８
■
■
０
●
ｇ
グ

ー
〃
●
一

一
。
●
一
一

一
◆
◆
●
一

』

も
。》
ザ
。
一
●の

一
Ｉ
Ｏ
Ｏ
８
０
８
ｒ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
６
６
０
０
０
８
１
１
０
０
－

ｃ
●
◆

●
●

ロ

。

一

匁
●
●
・
一
●
一

一
●
●
一
一

一
●
一

Ｃ

●
・
わ

－
口
■
●

一
一
８
９
０
０
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｏ
Ｂ
ｐ
Ｏ
０
０
０
０
９
０
ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◆

｜
ロ
－
一

一由Ｄ

一

一一
・

一

参

の

一
●
ロ
句
一

一

《ロ

０
０
０
８
８
０
０
１
０
８
０
０
０
８
１
０
０
０
０
Ｊ
■
●

６
８
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
１
Ｉ
１
ｊ
ｌ
Ｉ
‐
ｆ

印

紙

Ｉ
０
２
ｇ
８
８
０
Ｑ
ｑ
ｌ
９
ｏ
ｌ
０
ｑ
Ｂ
Ｅ
９
８
０
２

I..~一~~~一-3．－

〒肩.1 ….~….~｡－．．．．－－－ － Ｉ

ｆ
１
１
，
１
ｊ
ｊ
当
に

｜
い
、
〆
姑
と

一
・
賊
も

三
》
．
》
》
一
一

一
Ｊ

｛
エ
ｒ
、
し
に
．
一

一
》
乱
函
畢
《
》

‐
・
一
一
一
一
唾
一
》

係
Ｊ
は
の
ず

郡
．
卿
貝
棚
・
密
る

》
Ｊ
錘
ｒ
間
合

録
に
ｏ
く
に
鐸

一
理
《
《
》
》
封

．
｜
を
・
鋼
．
す
●
申
擦

一
・
》
》
伽
》
柵
獅
・
色

一
昨
》
》
恥
融
・
一
》
・
》

一
汰
鎚
劫
眺
胸
や
．
睦

一
は
符
区
で
・
録
出

一
梱
》
・
碑
一
睡
・
》
》

の
文
・
保

辻
尋
。
：

函

｡

､

、
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P

(別紙9)

(別鉦様式露4〕

》
．
一
恥
一
》

.． ．~~一・‘｡...~ー弓･‘。，。~….~･’･･･.。.．｡.....．｡←‐切・‘｡,。－．－．，－．9．……･－－．．．－－．…．．…取・-.‘･･･‘･…一･･･，･･一････'．.…画｡,緑････……....,.－....-.‘.－...….….…．
b ■

● ● ● ●

（庁名)．

原．符番号 第

幕=贄箒慧
－手

等閲･覧

部 係
一一一一一一・－一一一一

閲 ． 魔・ 勝． 、 写
一一一一一一一一一一一…--~－－－■…一一一一一

少隼。付蛎人P検察官.・係睡考・

その他〔 〕
ローー■●'わ－ー､一一一一一,一一・・－･吟一一一

少年事件記録

－－

|両扇源一丁
印

閲覧

人氏名

勝写．

閲覧蝉の目的

ﾜー

一一・一

分
一
日
墨・出、密・顛

閲艶
一一一.－．F－

鐸の． ′部分

:雫型幽狸辿1鯉塑
一■ーー

哩璽蜜溌雷則

否

印i i
官
仔
口
尹
Ｄ
ｐ
Ｄ
■
〃
Ｄ
Ｄ
Ｏ
Ｉ
Ｆ
６
Ｄ
Ｄ
Ｂ
ｌ
Ｄ
Ⅱ
５
０
牙
口
ば
り
Ｒ
邑
砂
乙
二
■
■
■
６
口
ｑ
Ｇ
８
■
、
■
■
７
■
５
．
Ｆ
“
垈
口
■
Ｄ
ｐ
ａ
ｐ
■
○
里
ｇ
■
Ｄ
Ｄ
ｐ
ｇ
●
ク
。
■
■
‘
凸
呼
ｓ
■
。
●
〃
診
』
．
．
・
・
●
，
●
●
－
，
，
．
，
，
‘
，
．
・
・
，
町
グ
○
Ｄ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
］
■
■
■
且
■
■
且

一

■■■

一
。
、
由
各
一
一

一
８
０
０
０
９
が
９
０
８
０
伽
０
０
６
０
９
０
０
畦

一
・
．
Ｌ
一
一

●
。
●
一
一

一
●
●
の
。
●
一
一

●
口
凸
一
●
■
一
一

魚
〃
。
一
一

一
０
８
８
０
斗
訓
Ｏ
８
８
ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｕ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
一
一

守
ｐ

●

一
■
●
一
一

一

爾躍八・も謄写』

記録鋪受領確曽

B録.係'記録旬

腫迩露建白綴
儲
毒
一

I

－－J一一

。=一一~一定 二J

注塞 2 申鮪人0竃’太鱒内に所憂亭項を記入し， 『印綬｣欄に琢室錘の印綾をち上ぅ用（欄印しなし､． ）
の上，廉癖から切り取らないで・星の率を錘且確握出してく麓さい． ・ ： ・
念 『申鮪区分』鯉哀ぴ『中鮪入』欄の『蜜枯」櫨8ま．餓趨文字を○壱囲み,その他に睡幽ナる程合
にja, . 《 》南俸異体的に露入してく筵さい． 、

3 「函党・鯵零人氏名j･欄は，宇廊入以外の看に閲舞･職写養菩惣ろ輯金に配メしでください．
● ●

｡

15



（別紙10)

(別紙様式第5）

.｡---......--....---------．･･･-‐切今．･･･････････-.,..----..--..--．取一--.---.----..------.,--・ 線.....､-........--.....____-..----...,
6

(庁名）

注意 1 申請人は'太枠内に所要事項を記入し,原符から切り取らないで,この票を係員に提出してください。
2 「申請区分｣欄， 「申請人｣欄の｢資格｣欄は,該当文字を○で囲み,その他に該当する場合には， （ ）内
に具体的に記入してください。

3 ． 「閲覧･謄写人氏名｣欄は,申請人以外の者に閲覧,謄写をさせる場合に記入してください。

16

医療観察事件記録等閲覧･謄写粟(原符）

受付年月日 令和 年 月 日
申 請 区 分 閲 覧 ・ 謄 写

事件番号

対象者氏名

令和 年（医 ）
第 号

事件記録等返･還
月 日 ・ 事．件担
当書記官受領印

陣一一一一一ローccーー D I■■ーー声一一一一戸‐● 口担書
口却下
口拒絶

申請人氏名

原・符番号 第 号

事件担当書記官

票 受 領 印 （ 部 係）

原符番号 第 号 担 当 部 係 部 係

医療観察事件記録等閲覧・謄写票 申 請 区 分 閲 ． 覧 ・ 謄、 写

申請年月日 令和 年 月 日

事件番号

対象者氏名

令和 年（医 ）

第 号

閲覧等の目的

所要見込時間

次回期日

時間 分

月 日

提出書類

妾1士状・その他

［ ］
閲覧 等 の 部 分 許否及び特別指定条件 裁判長(官)印

許

否

担当書記官印

備
考

交 付 月 日

閲覧人・勝写 人
記録等受．領確認

記録係記録等
返還 確 認 印

～



側紙1 1）

(別紙様式第6） (表）

令和 年

典干u 信

靭 白

弓 ｜令和年（ ）第 号|令和年（ ）第 号|令恋

ヨ l~

17



(裏）

舎和 企 号I令和 号｜令莉 弟 号｜令､和
L宜亘五 ■ 1

18



（別紙12）

そ副紙樺裳第S)

係書記
官認印

I
受 領 藩

＆

裁判所 御中

次の物を受領しました．

令和 年 月 日

住所．

氏名

事 ．件番号 令和 年（ ）第 号

事 ・件 名

品

目

民
事
保
管
物
受
領
書

等

19



(別紙13）

(別紙様式第1）

予納郵便切手管理袋

事 件 番 号

予納者

令和 年（ ）第 号

『

年月日 摘 要 使用額引継・予納額 残額 印

巳 ●

●

｡

● ●

●

● ●

●

ロ 6

● ｡

■ ●

、

■ ●

納
郵
便
切
手
管
理

１
１

● 巳

一

｡

■ ●

、

I 20



(別紙 14）

(別紙梯式第望）

予納郵便切．手管理票

事 件 番 号

予納者

令和 年（ ）第 号

年月日 摘 要 使用額弓鵬･矛納額 残額 印

、

④ ．●

の ●

● ●

● ●

● ●

｡

● ●

彫
舶
郵
便
切
手
管
理
票

● ●

●

●

● .●

21



(別紙15）

(別綴鐵式鰯S》

令和 年（ ）第事伴番号
I

号

令和年 月 日

予納者 殿

裁判所

裁判所書記官 印

返 迩 霧

予納を受けた郵便切手について，使用残額 円分を

返還します。

なお， このほかに 円分は，返送料として使用しました。

納
郵
便
切
手
返
還
書

、

お手数ながら別紙の受領書を提出してください。

22



(別紙16)

(別議穂式第チ）

事件番号 令和 年（ ）第！ 号

令和 年 月 日

裁判所 御中

ノ

住所

氏名

ー

受 領 爵

郵便切手 円分を受領しました。

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

「

23



(別紙17.）

(別紙様式第S)

予納郵便切手保存簿

受 入 れ 返還事由

発生年月日

処事 件 番 分号 額

年月日 摘 要 年月日 摘 要 印

令和 年（ ）第 号
｡ ●

① ⑤

■ ●

令和 年（ ）第 号

号
号

第
第
〕
ｊ

ｌ
く
年
年

和
和
令
令

器一三1

令和 年（ ）第 号 ■ ｡

● ● ●

陶
や



(別紙18）‘

(別紙様式第6）

令和 年 月 日

裁判所物品管理官殿

裁判所 訟廷管理官

物品（郵便切手）取得通知書 ・

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経

過した別紙記載の郵便切手について，同条第2項の規定により物品管理官へ引き継
ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します｡

0

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名
の記載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

25



(別紙19）
L

(別紙様式第7）

○○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○○○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理
裁判官）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納郵便切手及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。
口管理行為は適正と認められた。 ，

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

I ’
令和○○年○○月○○日 、

○○○○裁判所○○首席書記官○○○○

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。 ． ＄

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的
に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記
載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○O○○

26



(別紙20)

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○O○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理

裁判官）

報告書

下記1の損傷した予納郵便切手について，下記2の；

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記

’ 損傷した予納郵便切手

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2） 券種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2）官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○，

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。
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ｰ

(別紙21）

(駒紙犠式館1）
● ●｡ G

，録音

・事件番号 令和

詮
廷
事
跡

矛．一プ．等に関する整理票

年(雪)第 号

取調べ･を受けた謹人又は鑑定人の馬名等●

四
Ｏ
ノ
ニ
ノ
ー
．
Ｏ
ノ
八
ノ
ー

，

〔
裁
判
通
達
九
九
〕

28



b

(別紙22）

(別綴轍式第鋤 I

鯉
躍
専
務

録育テープ等の復製の..、寧出

砿 告

彼 ：告

上記当事棚の鋤令穂’:年齢： 碁,
◆ ､

件につし､季,令や年月砿突鱗れたﾛ顧弁■期日
必者の墜熟唖輝誉麦一プﾛ'鞭オデ苧.プﾛその他（ ）

I

寵の者の璽撫嘘香麦一プロ昏デｵヂ苧プﾛその他（｡ の

'零
|ロ鐘巽〒 〃 ロ
’ ロ原･告口技告口利害舶人

■＆載柵故判官蜜記官殿
.一~ー一ーー一宇一一一一 一マーーー ーーー一一一一一＝‐ ‐

． .・髭．． ．、領 書・

上毘複製した口鰄ﾃｰプﾛピ美ｵﾃｰｦnrの他（
た．

・令和年． 月 日

醜告口披告口和轆刷

鍾轟裁判所裁判官痘塵官 ．殿
'ﾛ一････ ．－． ．．－－-一・一・．一一一一一一一， ．.…...－－－－
勘.麓当する翻の､踵しき"寺墨

I

9

）－菱受領し主

Ｄ
忌
劇
判
遥
達
九
九
〕

唱
〆
八
ノ
ー－」

I
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(別紙23）
〃

(別紙様式第1）

○

事件番号 令和 年（ ）第 巨
言

保管物番号
）

提
氏

出 者

． 名

備 考

番
号
札
）

裁判所

'

30ジ



(別紙24）

(別紙様式第2）

露ﾖF△ﾏ。 虚

－

31



(別紙25）

(別紙様式第1）

○

令和 年押

第 号押 収

番 号

ロ
弓

押年和令
第

（

符 号

ノ

被告人

(少年・対象者） ほか 人

備 考

裁判所 支部 （
番
号
札
）(注） 番号札の大きさは，物の形状に応じて適宜調整することが

できる。

32



(別紙26）

(別紙様式第2）

立 会 封金

と
番事

件号

被告人
(少年・対象者）

受領年月日

金

種別（紙幣

1, OOO

和令
第

押
号
年

ーーー一一I■■ I■■ーー＝＝

符号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

ビ
令和 年 月 日

二

円

I

ル

種 別 内 訳

）
そ

10, OOO円

枚数 種別｡ （硬貨）

500円

個数

円

1円
幸一一一一一一÷一一■■■ 一

計 枚 計 個

裁判所 支部
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(別紙27）

(別紙様式第3）

裁判官
認 印

保管委託書 押収物主任官⑳

、 令和 ，年 月 日

保管者 殿

裁判所

次の押収物の保管を委託します。

なお，御承諾いただきましたら，同封の保管承諾書に年月日，住所及び氏
名を記載し・た上，提出してください。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

保管を委託

する押収物

保管条件

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

34



(別紙28）

(別紙様式第3の2）

保管承諾書

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

保管者

次の押収物の保管を承諾し， これを受領しました。
事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

保管する

押収物

保管条件

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙2．9）

(別紙様式第4）

保管料支払事由発生（変更）通知書

令和 年 月 日

支出負担行為担当宮
殿

資金前渡官吏

押収物主任官 ＠

次の押収物の保管について,保管料の支払事由が発生（変更）したから，
通知します。

笠~聖_董量－1－全一亜
事件名 I

令 和 年押第年押第 号号

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

支払事由発生

（変更）の日
令和 年 月 日（保管委託）

保管期間
－

保管料

押収物の品目

及び数量

保管者の住所

及び氏名

一

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙30)

(別紙様式第5）

(注）

1 事件番号，押収番号等は，押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

37

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官。 ⑳

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号
符号 口

目口口 数量



(別紙31)

(別紙様式第6）

令和 年

．」

荷和年（ ）第 号｜令和由 弓！令荊

IlE■■

筒和年押第 号｜令和年押第 号｜令荊

芝領稲

(仮出押収物送付簿）
●
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(別紙32）

(別紙様式第7）

裁判官
認 印

押収物主
任官認印

保管物主
任官認印

押収物鑑定結果通知書

令和 年
押収物主任官殿

裁判所書記官

次の押収物は，鑑定の結果変化した･から，通知します。

月 日

⑳

事件番号
一一

事件名

令 和 年（ ）第 号

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

押収番号 〈
祠 和 年押第 号

符号 ロ
叩 目 数量 変化の状況

一

(注)） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

、

U
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(別紙33）

(別紙様式第8）

芝 叫又形 甲収物主任官③

沢の押収躯 ］ 銅 又の－'半Ⅱ刀当椛

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については，適宜様式を変更しても差し支え

ない。

40

令和 年（ ）第 号

ほか 人

令和 年押第 号

目
ロ
叩
． 数量 備 考



(別紙34）

(別紙様式第9）

窒
胴
ロ
可

と
匡
干

恥
の

に
受
耶
の
日
を
記
載
し
て
、
お
知
ら

」
の
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

雁
は
、
通
知
書
及
び
委
任
状
を
持
参

爾
合
に
は
、
そ
の
旨
を
唾
言
宥
ま
砿

ローHIJJJVg

郭令のみ記劃

41

郵便往復はがき
(返）

押
収
物
主
任
官
殿

裁
判
所

令和 年押第 号



ー

(別紙35）

(別紙様式第10)

淵・ Ilv 肘

の押収物はク 沙

お．お手数左力 攝仕箔

(注） この様式は参考であり，適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙36)

(別紙様式第11）

令和令和 年押第 号年押第 号

郵便往復はがき
（性）

□
一
右
の
押
収
物
（
換
価
代
金
）
は
、
あ
な
た
に
還
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

か
ら
、
．
受
取
の
た
め
当
庁
会
計
課
（
係
）
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）
・
返
信
用
は
が
き
に
受
取
の
日
を
記
載
し
て
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

受
取
の
際
は
、
．
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
場
合
に
は
、
通
知
書
及
び
委
任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

二
最
寄
り
の
日
本
銀
行
の
支
店
又
は
代
理
店
で
支
払
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
返
信
用
は
が
き
に
記
載
し
た
上
、
お
知
ら
せ
く
だ

大
』
い
。

金令
和
年
月
日

（
所
在
地
）

た
だ
し
、

押
収
物
還
付
通
知
書

円

裁
判
所

の
換
価
代
金

I

令和 年押第 号

部便往復
（張

令
和

を
希
望
し
ま
す
。

一
一
一

日
本
銀
行
（
支
店
又
は
代
理
店
）
で
支
払
を
受
け
る
こ
と

年住
所 月

月 日
受
取
の
た
め
出
頭
し
ま
す
。

日
氏
名

腓
古
巨
聿

(注意） 不要部分は，線を引いて消し，該当
部分のみ記載してください。

(押収物還付通知書(丙)）
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(別紙37）

(別紙様式第12）

副ｲ申』宝プ

右
の
押
収
物
は
、
令
和
年
月
日
あ
な
た
に
仮
還
付
を
し

た
物
で
す
が
、
令
和
年
月
日
事
件
が
終
結
し
、
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
年
月
日

押
収
物
還
付
通
知
書

（
所
在
地
）裁

判
所

(押収物還付通知書(丁)）

、

1

44



捌紙38）
戸

(別紙様式第13）

‐企

制呼

セギ

ヒグ凹〃 一画

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

45

令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号

品 ． 目 数量



(別紙39）

(別紙様式第14）

出Ilv比

脊禾『

灰の押取 〃）フテ俶

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

／
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『

1 ，

(別紙4o)

(別紙様式第15)

|
I お知らせください。

事件番号 令和
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

令和

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号
口
叩 数 量目

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙41）

(別紙様式第15の2） (交付用）

回答書 （交付）

令和 年 月 日

住所

氏名

月 日受取のため出頭します。1

ロ

2放棄書

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，その権利を放棄しますから，裁判

所で適当に処分してください｡．

3その他（出頭できない場合には，その理由等を記載してください。 ）

令和
一

令和

事件番号 年（ ）‘第

年押第

号
一
号押収番号

符号
ロ
叩 数 量目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙42）

(別紙様式第16）

押収物交付通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，あなたに交付することになりましたか

ら，送付します。

なお，お手数ながら§同封の受領書を提出してください。

事件番号 和
：
和

令
令

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

数 量・
ロ

ロ
ロ 目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙43）

(別紙様式第17）

押収物主
任官認印

受領 書 (交付）

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

氏名●

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）の交付を受け，受領しました。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人
一
号押収番号 令和 年押第

符号 ロ
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

I

ノ
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(別紙44）

(別紙様式第18）

● 卓

沖収物壺

『 ．

qp II

ｸ〕才出Ⅱﾛ のため差押えを夢
■

作成1/か一

リ

、 ■

事件番号

事 件 名

被 告 人

(少年・対象者）

押収番号

送付．した

押 収 物

差押えを
受けた者の
住所及び氏名

ー

送付年月，日

及び送付方法

受領書． を
得られなか
た事由､つ

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

51

令和 年（ ）第 号

● ｡

ほか 人

令和 年押第 号

令和 年 月 日
書留郵便（引受番号 番）



(別紙45）

(別紙様式第19）

電磁的記録複写許可通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ④

1次の押収物に移転された電磁的記録は，複写を受けることができますので，

複写用の記録媒体を当庁刑事事件係に持参又は郵便等で送付してください｡

なお,複写用の記録媒体は，○○以上の記憶容量が必要です。

2複写用の記録媒体を持参された日に電磁的記録の複写を受けることはできま
l ，‘

せん。電磁的記録が複写された記録媒体は，後日当庁で受け取っていただくか，

又は郵便等で送付することになりますので，希望される受取方法について,同

封の回答書（複写）の1の「(1)j又は｢(21を○で囲み；必要事項を記載した

上，お知らせください。

（注意）代理人の場合には，通知書及び委任状を持参してください。

3もし，電磁的記録が不必要な場合にば，同封の回答書（複写）の「2放棄

書」を○で囲み，年月日，住所，氏名及び電話番号を記載した上，お知らせく

ださい。 ，

事件番号 令和 年（ ）第 号

押収番号 令和 年押第 号

符号 ロ
叩 目 数 量

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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ダ

(別紙46）

(別紙様式第19の2） (複写用）

（複写）

令和 年 月 日

書回答

住所

氏名

（電話番号 ）

｜ ’複写された記録媒体の受取方法は次のとおりです。

(1)裁判所に出頭の上，受け取ります。

（2）郵便等により送付してください。

（送付先 ）

2放棄書

次の押収物に移転された電磁的記録の権利を放棄しますから，裁判所で適当

に処分してください。

事件番号 令和
－

令和

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号‘ ロ
叩 目 数量

『

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙47）

(別紙様式第20)

電磁的記録送付書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

次の押収物に係る電磁的記録を複写しましたから，送付します。

なお，お手数ながら，同封の受領書を提出してください。

事件番号 和
和

令
令

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号
ロ
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙48）

(別紙様式第21）

押収物主
任官認印

室
国 (複写）受領

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

§ 氏名

次の押収物に係る電磁的記録の複写を受け， 当該電磁的記録が複写された記録

媒体を受領しました。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

(少年。対象者） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号 数 量
ロ
叩 目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙49）

(別紙様式第22）

盟心舷旧

藤蝉依浄妻喜桝犀る電磁的記録を複写

提出がないので． こめ

の押収躯

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙50)

(別紙様式第23）

(注）

1符号，品目及び数量欄については，適宜様式を変更しても差し支えない。

2電磁的記録を特定するに足りる事項欄は，押収物が刑事訴訟法第49･9条の

2第1項の場合に該当するときに記載する。

3不要の文字は，削除する｡

57

検察庁

押収物還付等公告依頼書

検察官殿

勺 ●

押収物主任官③

令和 年 月 日

裁判所

次の押収物は，刑事訴訟法（第499条第1項・第499条の2第1項）の場

合に該当するので，公告してください。

なお ↓
３ 公告の年月日及び方篝並びに（還付･交付･複写)請求者の住所及び氏

名をお知らせください。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

字

ほか 人

押収番号 令和 年押．第 号

符号
口

目ロロ 数 量

電磁的記録を特定するに足りる事項
●

・〃



(別紙51）

(別紙様式第24）

例印

祠E

●
●

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない｡ ‘
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令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号

目ロ
ロロ 数量



(別紙52）

(別紙様式第之5）

押収物迂

少
ら
・
凸 制呼

の押収物を送付し冒

事件番号

事件名

被告人

(少年b対象者）

Q ●

押収番号

符号

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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令 和 年（ ）第 号

－

ほか 人

令 和 年押第 号

口
目口口 数量 備 考



(別紙53）

(別紙様式第26）

『

室
冨押収物送付 押収物主任官③

令和 年 月 日

検察庁

検 ・察 官 殿

家庭裁判所

次の押収物を送付します。

年（ ）第 号令和事件番号

事件名

年少
人ほか

押収番号

備 考数量目符号
ロ
叩

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については,適宜様式を変更しても差し支え

ない。
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(別紙54）

(別紙様式第27）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

61

裁判官
認 印

主任書記
官認印

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官 ③

次の押収物は，廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき，令和

年 月 日廃棄した。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

Ｌ

ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 品 目 数量
■
Ｇ

廃棄方法 備考



(別紙55）

(別紙様式第28）

主任書記
官認印

裁判官

認 印

一

換価処分書

令和 年 月 日

庁名

押収物主任官 ③

次の押収物は，換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき，令和

年 月 日売却した。

号年（ ）第令和事件番号

事件名

被告人

（少年 ） ほか 人

年押第 号令和，押収番号

金額 備考単価数量ロ
叩 目符号

号）円 （保管票進行番号令和 年第合計金額

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙56）

(別紙様式第29）

押収物主任官何

I

グ､才田爪7酌 舎禾ロ 丘

窪，、しこ

事件番号

事件名

被告人

(少年・対象者）

押収番号

岬 取岬 取

備 考

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号



(別紙57）

(別紙様式第S0)

、

押収物国庫帰属通知書

令和 年 月 日

歳入徴収官

物品管理官

殿

押収物主任官 ⑳

次の押収物は，国庫に帰属したから，通知します。

国庫帰属の年
月日及び事由

数量押収番号 備考符号 目
口
叩

■

令和年押第 号
』

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

ー
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(別紙58）

(別紙様式第11）

録音テープ等の複製の申出書

申立人

相手方

上記当事者間の御庁令和 年（損）第 号刑事損害賠償命令事件に

ついて，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日におい

て，口下記の者の陳述口検証の結果が録音テープ等に記録されましたが,それの

別添口録音テープロピデオテープロその他（ ）に対する複製を申し出

ます。

記

口申立人 口相手方 口証人

（

口参考人 □

令和 年

口申立人

月 日

口相手方 口利害関係人

氏名

地方裁判所裁判所書記官殿

受領書

上記複製した口録音テープロピデオテープロその他（

ました。

令和 年 月 日

口申立人 口相手方 口利害関係人

氏名

）を受領し

地方裁判所裁判所書記官殿
ー

(注）該当する事項の□にしを付する。

I
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(別紙59）

(別紙様式第1）

○

（
番
号
札
）

裁判所

66

事件番号 令和 年（ ）第 号

巳

保管物番号

提 出 者

氏 名

備 考

”



(別紙60）

(別紙様式第2）

班y盛,I 噛
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(別紙61）

(別紙様式第2）

(注）該当する事項の□にしを付する。

、

68

録音体の複製の申出書

口債権者口申立人
の

口債務者口相手方

上記当事者間の御庁令和 年（ ）第 号 事件

について，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日にお

いて，下記の者の陳述についての録音体が作成されましたが,それの別添記録媒
′ ・

体（ ）に対する複製を申し出ます。

● ●

記

口債権者 ロ申立人 口債務者 口相手方 口証人

口参考人 ロ準当事者 □

令和． 年 月 日

口債権者 口申立人 口債務者 口相手方 □，利害関係人

口代理人

氏名
C

申 寺

裁判所裁判所書記官 殿
●

受 領 書

上記複製物（ ）を受領しました。

令和 年 月

口債権者

口代理人

グ
Ｐ 日

口申立人 口債務者 口相手方

氏名

裁判所裁判所書記官 殿

0

2｡

口利害関係人



(別紙62）

(別紙様式第1）

依 頼 書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達するため，民訴条約の締約国である

を要請されたく，依頼します。

記

1 送達すべき文書を発出した当局の表示

裁判所

2 当事者の氏名及び資格

原告

被告

3受送達者

氏名

住所

号事件について， 下記のとおり文書を

局 に対し送達国の指定当局

69



4送達すべき文書

（1） 訴状副本

（2） 令和 年 月 日午 時 分の口頭弁論期日呼出状及び答弁書

催告状

5希望する送達方法

(1) 民訴条約第2条の任意交付

（2） 民訴条約第3条第2項の受託国の国内法で定める方法

（3） 民訴条約第3条第2項の特別な方法，すなわち． 。 ．

(備考）

(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする｡

(2) 公正証書（裁判外の文書)の送達の場合には， 「送達すべき文書を発出した

当局｣は「○○法務局所属公証人○○」 と， 当事者の資格は「債権者，債務者」

と記載する。

(3) 「希望する送達方法」は，必要な項目のみを記載する。

(4) 記載事項には，民訴条約の締約国である外国の権限を有する当局の用いる言

語による訳語を書き添える。

I
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(別紙63）

(別紙様式第2）

依 頼 書

在 国日本国大使殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達するため,民訴条約の締約国である

されたく，依頼します。

号事件について， 下記のとおり文書を

国の外務省に対し送達を要請

記

(別紙様式第1に同じ）

（
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(別紙64）

(別紙様式第3）

書 番 号

年 月 日

文

令和

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

（家庭裁判所長）

在 日本国総領事に対する送達嘱託の依頼書等の送付につ

いて（依頼）

下記の事件に関する別添の書類を送付するようお取⑳計らいください。

なお，送達に要する費用として予納金 円を 裁判所に保管中です。

記

裁判所令和 年（ ）第 号事件

(備考） その他の送付依頼の文書も， この様式に準じて作成する。

い
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(別紙65）

(別紙様式第4）

文 書 番

令和 年 月

号
日

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

(家庭裁判所長）

日本国総領事に対する送達嘱託の依頼に伴う費用の在 日本国総領事に対する送達嘱託の依頼にf

支払について

（ 月 日付け○○第 号に対ずる報告）

下記のとおり送達に要した費用を外貨送金しました。

記

事件名

裁判所令和 年（ ）第

送付依頼書の日付等

令和 年 月 日付け第

送金金額

1

号事件

2

号

3

送金年月日 、

令和 年 月 日

送金先

在 日本国総領事館（

送金銀行

4

5

銀行 口座）

6
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銀行 支店

その他の送金報告書も”この様式に準じて作成する。(備考）

＆

ー

『

、

』

屯
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(別紙66）

(別紙様式第5）

文
捌

書 番 号

年 月 日

最高裁判所事務総局○○局長殿

I

高等裁判所長官

〈地方裁判所長）

（家庭裁判所長）

送達条約第5条第S項の翻訳文の送付について（依頼）

下記の事件に閏する別添の翻訳文を送付するようお取り計らいください。

記

裁判所令和 年（ ）第 号事件

伶和 年 月 日付け第 号に関する翻訳文の追送）

（備考） 指定当局からの要請に基づく翻訳文の送付依頼の文書も， この様式に

準じて作成する。
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）

(別紙67）

(別紙様式第6）

送達嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年’ 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

送達されたく，嘱託します。

下記のとおり文書を

記

1 受送達者

氏名

住所

2送達すべき文書

（1） 訴状副本

（2） 令和 年 月 日午 時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

(備考）

（1）裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

などとする。

1

（
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(窒）本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。

ダ

I

／

｝

ノ

「
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(別紙68）

(別紙様式第7）

送達嘱託書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所，

被告

上記の当事者間の令和 年（

送達されたく，嘱託します。

）第 号事件について， 下記のとおり文書を

記

1 受送達者

氏名

国籍

住所

2送達すべき文書

(1)．訴状副本

（2）令和 年 月 日午

3受送達者は， 日本語を解する。

(備考)．

時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

･･78



(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使｣などとする。

(2) 受送達者の氏名は，外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の

場合にはローマ字を付記する。受送達者の国籍は，受送達者が日本国籍のほか

外国の国籍を有する場合には，両方を記載する。受送達者の住所は， 当該外国

の公用語で記載する。

3は）受送達者が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。(3)

、

、
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(別紙69）
(別紙様式第8）

､

1 口のある事項については1該当事項にしを付し， 「その他｣の場合には，括弧内に具体的な事
由を記載する。

2郵便送達の方法によったために直接書類受領者の署名等を得られない場合には，書類受領者
の受領証，配達証明書等を添付する等の方法により本人に送達された旨を明らかにする。
3 受送達者本人以外の者が本人に代わって受領した場合には， その氏名及び受送達者本人との
関係（使用人，従業者， 同居者等）を明らかにする。

(備考） ※を付した箇所は，嘱託する裁判所において記載する。

80

量差 這差 幸艮告 書

事件の表示 ※ 裁判所 支部令和 年（ ）第 号

送達書類 ※

受送達者

の氏 ・名
※

口 前記の書類は ●

3 次のとおり送達した 。

書類受領者の署名等

書類受領者の氏名及

び受送達者との関係

氏名（ ）

関係（ ）

送達日
●

時 ！ 令和 年
○

月 日 時 分

送達の方法 I 口書留郵便送達■ ●

ー

口直接交付 □その他（ ）

添付書類 ’
｡ ■

口書留郵便配達証明書 口受領証 □その他（ ）

口前記の書類は，次の理由により送達することができなかった。

理 由 ’
･ デ

□あて所に尋ねあたらない 口転居先不明 口住所表示不完全

口留置期間経過 口受領拒否

□その他（ ）

添付書類 ’
口前記の送達書類 口返戻された封筒

□その他（
■
●
令

）

｜
在外公館長

の資格及び

氏 名



(別紙70）

(別紙様式第9）

証拠調べ嘱託書

国の権限を有する当局御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

， 原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

づき，下記のとおり証人尋問されたく，嘱託します。

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書（訳文付き）

（2）事件の概要（訳文付き）

3証拠調べの実施期日及び場所の通知を求める。

(備考) 3は，その通知を求める場合にのみ記載する。

民訴条約第8条に基
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1

(別紙71）

(別紙様式第10)

依 頼 書

在 日本国総領事殿

ノ

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

号事件について，上記の当事者間の令和 年（ ）第

問をするため，民訴条約の締約国である

を転達されたく，依頼します。

下記のとおり証人尋

国の外務省に対し証人尋問の嘱託

記

(別紙様式第9に同じ）
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(別紙72）

(別紙様式第11）

証拠調べ嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

間されたく，嘱託します。

下記のとおり証人尋

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書（訳文付き）

（2） 事件の概要(訳文付き）

3 当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日及び場所の通知を求めない。

(備考）

（1）裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

I
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などとする。

(2) 3は，その通知を求めない場合にのみ記載する。

(3) 本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。
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(別紙73)

(別紙様式第12）

証拠調べ嘱託書

I

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長. （官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者問の令和 年（ ）第 号事件について，

問されたく，嘱託します。

記

1証人

氏名

国籍

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書

（2）事件の概要

3証人は， 日本語を解する。

4 当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日の通知を求めプ

『

証拠調べ期日の通知を求めな

下記のとおり証人尋

い。
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(備考）

(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする。

(2)証人の氏名は，外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の場合

にはローマ字を付記する。証人の国籍は，証人が日本国籍のほか外国の国籍を

有する場合には，両方を記載する。証人の住所は， 当該外国の公用語で記載す

る。

3は，証人が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。(3)

(4) 4は，その通知を求めない場合にのみ記載する。
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(別紙74）

(別紙様式第13）

嘱 託 書

外務大臣殿

年 月 日

裁判所

裁判長（官）

令和

〆

住所

申立人

号執行認許の請求の嘱託申立事
q●

，嘱託します。

上記の者の申立てに係る令和 年（ ）第

件について，下記のとおり執行認許を請求されたく，嘱託します。

記

1 執行認許の請求をすべき訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件決定

2執行認許の請求をすべき相手国

国

3訴訟費用債務者

氏名

住所

4執行認許の請求について裁判をする権限を有する当局の管轄を定める原因であ

る事実

5添付書類
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（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決謄本

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件決定謄本

（3）確定証明書

（4）権限証明書

(5) (1)から(4)までの書類の翻訳文各1通

6 費用額確定請求関係書類

（1）費用額確定請求書

（2）証拠書類

(3) (2)の証拠書類の翻訳文

(備考）

(1) 1から4までの事項には，執行認許の請求をすべき相手国の公用語による訳

文を書き添える。

(2) 6は，費用額確定請求書を送付する場合にのみ記載する。
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一

(別紙75）

(別紙様式第14）

権限証明申請書

令和 年月 日

最高裁判所御中

住所

申請人

下記の裁判の確定証明をした裁判所書記官について，その権限を証明してくださ

い◎

記『

1執行認許の請求をすべき訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（

（2） 裁判所令和 年（

2確定証明がされた裁判所

（1） 裁判所

（2） 裁判所

3確定証明をした裁判所書記官

（1）

（2）

4確定証明の日

(1)令和 年月 日

（2）令和 年 月 日

第
第

７
Ｊ

事件判決

事件決定

号
号
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(別紙76）

(別紙様式第15）

依 頼 書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判所書記官

住所

請求者

上記の者から訴訟上の救助請求書が提出されましたので， 別添の書類を下記のと

おり裁定当局等に転送されたく，依頼します。

． 記

1 請求が審理されるべき国の表示

国

2訴訟が係属し，又は係属すべき裁判所

、

S裁定当局等の表示

4訴訟上の救助請求者

氏名

住所

5添付書類

（1） 訴訟上の救助請求書
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(2) 証拠書類

(3) (1)及び(2)の書類の翻訳文

(備考） 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○

○国日本国大使」などとする。

Ⅷ
…

1
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(別紙77）

（別紙第2）

第1号様式

1

(注） ｛ ｝内の不要部分は抹消すること。

92

収入印紙再使用申出書

手数料を納付した

事件の事件番号
令和 年（ ）第 号

納付した印紙の総金額
0

金 円

民事訴訟費用等に関する法律第9条

を受ける場合ば

｛

の規定により手数料の還付

金銭による還付に代えて，上記の印紙のうちから

還付金額に相当する額

還付金額中 円分

証明してください。

ー

｝の印紙を再使用したいので，

令和 年 月 日

申出人 住所

氏名

{忘腎。

支部
裁判所 御中

出張所
司 一

C ●●

その旨を



(別紙78）

(別紙様式第1）

I

93

鑑定委員会職務経過表(その1出頭関係）

年月日 職務の種類 鑑定委員名

I

(記載例）

3．9． 1 記録調査,評議
○○○○
△△△△

□□□□

9．7 証拠調べ立会い ○○○○
□□ロロ

10.2 評議

● ｡

○○○○
△△△△

□□□□

10.5 意見書起案 ○○○○



(別紙79）

(別紙様式第2）

94

鑑定委員会職務経過表(その2届出関係）

裁判官確認
■-

届出年月日 届出事項 鑑定委員名 備考

(記載例）
命

① 3.9.7
9.16現地調査
(全員）

○○○○
9． 16雨のた

め延期
9..25実施

ヅ 9.28
9.30○○市役所において調査
(B委員）

○○○○



(別紙80)

(別紙様式第1の2）

身分証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長殿

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名

所
官
氏

く
く
！

身分証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます。

夕
４
．

巳

95
里



I

(別紙81）

(別紙様式第裂の2）

資格証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長殿

』

所
官
氏

く
ｌ
く』

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名

ー

資格証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます。

I
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（別紙82）
(別紙様式）

債権者登録申請書[口新規･口変更］債権者ID:

年月 日

申請者 （本店住所）

（法人名）

東京簡易裁判所裁判所書記官殿

〃

債権者の名称(SO字以内）1

債権者の名称のフリガナ(SO字以内）2

O ■

97

1 2

● 缶

3 4 5 6 7 8

｡

e 10 11 12 13

夕

14 15 16

●

17 .18． 19 20

21 22 ” 鋼 25 26 27 28 29 30 31 ．

●

32 33 34 35 ． 36 37 38 ” 40

41 42 43．． 44 45 46 47 48 49 “

1 2 3 4 5． 6
争 一

7 8 9． 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
G C
20

21 22 銅 ． 24 25 26 27 28 29 30 31 鉋 33 34 35 36 37 38 39 “ ％

41 42 43 ､ “ 45 46 47 48 ？ 49 50



（3

’
1

支店･営業所等に関4

(1)支店･営業所等

(2)支店,営業所等の名称のフリガナ(SO字以内）

、
P

(3)支店｡営業所等の所在地(郵便番号を含む｡)(107字以内）

98

0

■■■■■
■

T

1 ． 2 3 ．

ー

4 5 6 ． 7

8 9 10 11 12 ” 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 幻

29 ‘ 29
F一一コ■■■■一■

30 31 32 33 34 35 36 3フ 38 39 40 41 42 43 44 45 48 47

“ 49

『

” 51 52 認 54 弱 56 5フ 58 59 60 61 62 03 64 65 66 67

68 69 ” ﾌ1 72 73 74 75 76 ﾌﾌ 78 79 80 81 82 B3 餌 85 88 87

88 89 ” 91 92 93 顕 95

●

96 ” 88 89 1” 101 102 103 104 加5 108 10フ

1． ． 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 ” 24 25 26 27 餌 29 30 31 32 33 鋼 35 36 37 38 ” 40

41 42 43 “ 45 46 47 48 49． ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 。 11

’
12 13 14 15 16 17 18 19 ”

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

’
32 33 鋼 35 36 37 38 39 40

41 42 43 “ 45 ． 46 47 49 49 50

〒

1， 2 3

4■■■■

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

■

19 20

ゆ

’
21 22 23 餌 25 湖 27

28 29 釦 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ． 40

’
馴 42

C

“ 44 45 46 47

4B 49 50 51 駒 “ 55 56 57 58 顕 60

’
61 62 63 “． 65 66 67

68 69 70 71 72 フ3 74 ｱ5 76 77 78 79 80

’
B1

■ ●

82 83 84 85 86 87

” 89 90 91 。 92 93 94 95 96 ” 98 ” 1“

’
101 1醜 103 104 105 108

－

107



I

5 債権者の連絡先に関する事項

（1）固定電話番号又は携帯電話番号(1回線当たり16字以内）

(2)ﾌｧｸｼﾐI)番号(16字以内）

ものを除く｡1電子メールアドレス当たり64字以内）(3)電子メールアドレス（

－ ﾛ

｡ ■ 巳

L

99
ー

1 2 3 4

’
5 ． 8 7

|｡1
9 ． 10 11

’
12 13． 14

I
16 16

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10． ． 11 12 13 14 15
‐
16 ．

1 2 3 4 5 6 7 ． 8 9 10 11

『

●

12 13 14 15
●

16

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10

『

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2ロ

21 型 23 24 25 26 2フ 28 29 30 31 32 “ 34 35 鋼 37 38 39 40

畑 42 43 44 45 “ 4フ 48・ ・ 49 釦、 ． 。 51 52． 鑓 “ 55 56 57 58 59 60

61 52 “ “

1 2 3 4 5． 6
6

フ 8 9 10 11. 12 13 14 15 16 1フ 18 19 ”

21 22 23 24 25 26 2フ 28 29 30 31 32

t

33 34 35 36 37 38 39 “

41 42 “ “ 45 “ 47 48 49 50 51 52 53 “ 55 56 57 58 59 60

61 砲 63 “



6 債権者の代表者に関する事項

（1）代表者の肩書(10字以内）

■■ﾛ、l ”
(2)代表者の氏名(SO字以内）

(3)代表者の氏名のフリガナ(50字以内）

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9
*

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33

●

34 35 36 37 38 39 40

41 42 “ 44 45 46 47 ． 48 “ 釦

1 2 3 4 5 6 7 8

G B

9 10 11 ．

’
12 13 14 16 16 17 18 19 ”

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I
2． 33 34 35 38

Q

●
一

37 38 ” 40

41 42 43 “ 4s “ 4フ 4日 4目 50



7 債権者の代理人･担当者に関する事項

（1）代理人の肩書

口支配人口参事

(2)代理人の氏名(50字以内）

(3)代理人の氏名のフリガナ(らO字以内）

(4)担当者の氏名(SO字以内）

(5>担当者の氏名のﾌﾘガﾅ(SO字以内）由

①一一＝

■■■

-1m

1 2 3 4 5 6
●

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 狸 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 48 47 “ 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ” 12 13 14 15 16 17 18 19
白 0

20

21 22 23 24 25 28 27 28 鉛 ” 31 錘 33 34 35 36 37 38 39 “

41 鞄 43 ． 44 45 “ 47 46 49 釦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11。 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 ” ！ 湖 25 26 27 28 ． 29 30 31 32 33 34 35 ． 36 37 '38 39 “

41 42 43 “ 45 46 47 “ 49 50

一
●
■
■
》
■

2 3 4 5 6 7

’
8 9 10 ” 12 13 14 15 16 17 18 19 ”

21 狸 23 24 25 ． 26 27

’
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 “

41 42 43 “ 45 “ 47

I
48 49 50



8 送達場所等の届出に関する事項

（1）送達を受けるべき場所

□Sと同じ □4と同じ 口下記のとおり(10ﾌ字以内）

(2)送達先の名称(SO字以内）

(3)送達を受けるべき場所と債権者との関係(20字以内）

(4)送達受取人等の氏名

□eと同じ ロブ(2)と同じ ロブ(4)と同じ 口下記のとおり(SO字以内）

102

I■■■■

T

1． 2 3 。

■■■■

4 5 6 フ

8 、 10 11 12 13 14 15 16 17 18

｡

19 ” 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 鋼． 35 36 37 記．
■

39 40 41 42 43 44 45 “ 47

“ 49 50 51 52 53 54 55 56 57． 黙 69 60 81 82

』

63 64
● ■

85 66 67

68 69 ” 71 72 73 74 ｱ5 76 77 78 ｱ9 80 81 82 83 84 85 ． 88 87

餌 ９
．

８ 90 91 92 93 94､ 95 98 97 98 ” 100 101 102 103 1“ 105 106 107

1 2 3 4 5

6

6 7 8

■

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

●

19 ”

21 型 23 24
◆

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

9

36 3フ 38 39 “

“ 42 43 “ 45 46 4ア “ 49 50

1 2 3 4 ． 5 6 7 8 9 10 11

●

12 13 14 15 16 17

’
18 19 釦

1 2
p

3 4． 5 6 フ 8 9 10 11 12 13 14 15 16． 17 18 19 釦．

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ” 鋼

■

35 36 3フ 38 39 鋤

41 42 43 “ 45 46 47 48 49 50



9 還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項

（1）金融機関名(郵便局を除<｡20字以内）

(2)預金種別
●

口普通 口当座

(3)口座番号(ﾌ字以内）

口座名義人の住所(郵便番号を含む｡)(10ﾌ字以内）(4)

名義(SO字以内）(5)

義のフリガナ(50字以内）(6)

I

103

1 2 3 4． 5 8 7 8 9 10 11
｡

|" ’
13 14

’
15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 6 ． 6 7

一

T

1 2 3

－

4 5 6 7

8 9 10
■

11 12 13 14 15 16 17 18 19
■ ●
20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
一

40 41 42。 “ “

6

45 “ 4ア

48 49 釦 51 52 53 54 55 56 57 錦 59 60 61 62

0

“ 64 65 66 67

68 69 70 ﾌ1 72． ” 74 75 76 77 ”
■ ●

79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89
0
90 91 ”

1

1

93 04 95 96 97 98 98 1“ 101 102 103 1“ 105 1曲 107

1

’
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 釦

21

’
22 23 24 25 26 訂 28 29 30 31 32 33 ． 34 35 36 37 38． 39 40

41

’
42 “ “ 45 46 4フ 48 49

｡

鋤

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ●ｂ 15 17 18 19 20
『 ■

21 22 23
■

●

24 25

F

26 27 ． 28 29 30 ． 31 32 33 郷 35 38 37 3日 39 40

41 42 43 44 45 48 47 48 49。 50 ．



パスワードを忘れた際の問い合わせキーワードの設定
●

10

(1)

(2) so字以内）
~甲

I

督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意11

口同意する 口同意しない

I

P

ー

、

ン

104

1

‐■

2 3 4 5 e 7 8 9． 10 11 12 13 14 15 16 17 胸 19 20

21 錘 23 24 25 26 27 28 29 ” 31

●

32 33 34 35 36 37 38

凸

39 40

41 42 43 “ 45 “ 47 48 49 50



記入要領

1 新規登録

債権者登録申請書の「口新規」の□にし印を記入した上，次の要領により該当

事項を記入してください。

なお，債権者登録申請書の記載事項は末尾に※印が付されている項目について

のみ，支払督促の「当事者の表示」に記載されます。

（1） 「1債権者の名称」※

法人の名称（法人の種類及び法人名）を左詰め50字以内で記入して<ださ

い。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(2) 「2債権者の名称のフリガナ」

法人の名称（法人の種類及び法人名）のフリガナを左詰め50字以内で記入

してください。

なお,法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(3) 「3本店の所在地（郵便番号を含む。 ） 」※

郵便番号及び本店の所在地を左詰め107字以内で記入してください。

なお，郵便番号は， 「一（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

(4) 「里支店・営業所等に関する事項」

債権者が，支店・営業所等ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

又は代理人（支配人又は参事に限る。 ）ごとにID番号を得て支払督促を申し

立てる場合に記入してください。

ア 「(1) 支店・営業所等の名称」

支店・営業所等（代理人ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

には当該代理人の所属する支店･営業所等｡以下同じ。 ）の名称を左詰め5

o字以内で記入してください。

イ ｢(2)支店・営業所等の名.称のフリガナ」

I

105



支店。営業所等の名称のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

ウ 「(3) 支店・営業所等の所在地（郵便番号を含む｡ ） 」

郵便番号及び支店・営業所等の所在地を左詰め107字以内で記入じてく

ださい。

なお，郵便番号は， 「一（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

（5） 「5債権者の連絡先に関する事項」

ア 「(1) 固定電話番号又は携帯電話番号」※

裁判所書記官が債権者に連絡する際の債権者の固定電話番号又は携帯電話

番号を，市外局番,市内局番，加入者番号の順に「一（ハイフン〉 」で区切

って，左詰め16字以内で記入してください。

また，固定電話番号は，必ず記載してください。

なお，電話番号は，固定電話, ､携帯電話の種類を問わず，2回線まで登録

できますが，上段の欄に記載された1回線のみ，支払督促の［当事者の表

示｣に記載されます。

イ 「(2) ファクシミリ番号」※

裁判所書記官が債権者に連絡する際のファクシミリ番号を,市外局番，市

内局番，加入者番号の順に「－（ハイフン） 」で区切って，左詰め16字以

内で記入してください。

ウ 「(3)電子メールア膳レス」

裁判所書記官が債権者に処分の告知等に使用する際の電子メールアドレス

（携帯電話のものを除く。 ）を，左詰め64字以内で記入してください。

なお，電子メールアFレスは， 2つまで登録できます。

(6) 「6債権者の代表者に関する事項」

ア 「(i)代表者の肩書」※
． ！／

代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」 ， 「代表者理事」等）を左詰め10

字以内で記入してください。
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イ 「(2)代表者の氏名」※ ‐

代表者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

ウ 「(3)代表者の氏名のフリガナ」

代表者の氏名のプリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は, 、1字分の余白を設けてください｡

(7) 「7債権者の代理人・担当者に関する事項」

ア ｢(1)代理人の肩書」※

該当する事項の□にし印を記入してください。

イ 「(2)代理人の氏名」※

代理人の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお,氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

ウ 「(3)代理人の氏名のフリガナ」

代理人の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてくださいdi

エ「(4)担当者の氏名｣

担当者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

オ ｢(5)担当者の氏名のフリガナ」

担当者の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

‐ なお，氏と．名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(8) 「8送達場所等の届出に関する事項」

ア 「(1) ‐送達を受けるべき場所」※

（ｱ）裁判所書記官が督促手続関係書類を送達する場合に，債権者が達(ｱ）裁判所書記官が督促手続関係書類を送達する場合に，債権者が送達を受

けるべき場所について，該当する事項の□にし印を記入してください。

け） 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合は，郵便番号,送達を受
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けるべき場所（支店や債権管理センターの所在地等）を左詰め107字以

内で記入してください。

また， (2)から(4)の事項についても，記入してください。

イ 「(2) 送達先の名称」※

送達先の名称を左詰め50字以内で記入してください。

ウ 「(3)送達を受けるべき場所と債権者との関係」※

送達を受けるべき場所と債権者との関係（ ｢○○株式会社○○支店」 ，

「株式会社○○債権管理センター」等）を左詰め20字以内で記入してくだ

さい。

エ 「(4) 送達受取人等の氏名」※

（ｱ）裁判所書記官が債権者に対して督促手続関係書類を送達する場合の当該

書類の受取人について，該当する事項の□にし印を記入してください。

（ｲ） 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合において，送達受取人が

自然人のときは，その氏名を左詰め50字以内で記入してください繍・

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

（切 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合において，送達受取人が

法人のときは，法人の種類，法人名，代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」

， 「代表者理事」等）及び代表者の氏名を，左詰め50字以内で記入して

‘＜ださい。

なお，法人の種類，法人名，代表者の肩書，代表者の氏と代表者の名の

各間は，それぞれ1字分の余白を設けてください。

(9) 「9還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項」

ア 「('） 金融機関名」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関名（郵便局を除く。 ）を左

詰め20字以内で記入してください。

イ 「(2)預金種別」
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債権者が保管金の還付を受ける場合の該当する預金種別の□にし印を記入

してください。

ウ 「(3) 口座番号」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関の口座番号を左詰め7字以

内で記入してください6

エ 「(4) 口座名義人の住所（郵便番号を含む。 ） 」

口座名義人の郵便番号及び住所を左詰め107字以内で記入してくださ

い。

／なお，郵便番号は， 「－（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

オ 「(5) 口座名義」

口座名義を左詰め50字以内で記入してください。

なお,．法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

力 「(6) 口座名義のブリガナ」

法人の種類及び法人名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

⑩ 「1oパスワードを忘れた際の問い合わせキーワードの設定」

ア 「(1) 秘密の質問」

次に掲げる質問のうち希望する秘密の質問に該当する数字を□に記入して

ください。

「1」 あなたの出身地はどこですか？

’｢2」 あなたの父方の祖父の名前は何ですか？

「S」 あなたの父方の祖母の名前は何ですか？

「4」 あなたの母方の祖父の名前は何ですか？

「5」 あなたの母方の祖母の名前は何ですか？

「6」 あなたが飼っているペットの名前は何ですか？

「7」 あなたの好きなお酒は何ですか？
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「8」あなたの好きな食べものは何ですか？

「9」 あなたの好きな映画は何ですか？

「10」 あなたの好きな歌手は誰ですか？

「11」 あなたの好きな男優は誰ですか？

「12」 あなたの好きな女優は誰ですか？

「13」 あなたの好きな歌は何ですか？

「1．4」 あなたが最初に購入した車は何ですか？

「15」 あなたの卒業した小学校の名称は何ですか？

「16」 あなたの卒業した‘中学校の名称は何ですか？

「17」 あなたの卒業した高校の名称は何ですか？

「(2) 秘密の答え」

秘密の答えを左詰め50字以内で記入してください。

｢11 督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意」

イ

⑪

支払督促の申立て，仮執行宣言の申立て及び支払督促の更正の処分の申立て

を却下する処分並びに支払督促の申立ての不備を補正すべきことを命ずる処分

の告知をオンラインにより行うこと及び送達不能通知をオンライン（通知は発

信した時に債権者に到達したものとみなされます。 ）により行うこと並びに債

権者に対する支払督促を発した旨の通知を省略することに関し，同意するか否

かを該当する事項の□にし印を記入してください。 ／

⑫その他の留意事項

ア 1マスに1字を記入してください。

なお，濁点及び半濁点については，独立して1マス.に記入することはせず，

濁音及び半濁音として1マスに1字を記入してください。

イ各欄への記入要領中，余白を設ける旨の定めがある場合において，余白を

設けると所定の字数内に記入すべき事項を書き切れないときは，余白を設け

る必要はありません。

一－－
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2登録事項の変更

1の(1)から1の(4)まで， 1の(6), ，1の(9)に掲げる事項又は申立方法に関する事

項（債権者による申立てから代理人による申立てに変更しようとする場合又は代

理人による申立てから債権者による申立てに変更しようとする場合）の変更をし

ようとする債権者は，債権者登録申請書のロ変更欄にし印を記入し〃債権者登録

申請書に当該登録を受けたときに付与されたIDを記入した上，記入要領に従っ

て，登録の変更をしようとする事項についてのみ，記入してください
． ！。
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(別紙83)

(別紙様式第1）

印紙の種類

口収入印紙

口登記印紙

予納収入印紙等管理票

事件番号

令和 年（ ）第
予納者

号

年月日 摘 要 引継・予納額 使用額 残額 印

I

(注） 印紙の種類は，該当する□にゾを付す。

112



(別紙84）
由

(別紙様式第2）

令和 年（ ）第 号事件

令和 年 月 日

予納者 殿

ク

裁判所

裁判所書記官 印

返 還 書

予納を受けた口収入印紙
口登記印紙

お手数ながら別紙の受領書を提出してください。

円分を返還します。

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等返還書

113



(別紙85）

(別紙様式第3）

令和 年（ ）第 号事件

裁判所

裁判所書記官 殿

受 領 書

口収入印紙

口登記印紙

円分を受領しました。

I

令和 年 月 日

住 所

氏 名

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等受領書
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(別紙86）

(別紙様式第4）

予納収入印紙保存簿

蛍
配

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月日 摘 要 印

令和 年（ ）第 号 ●。 ●

ｰ

● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ■ ● ● 0 ●． ●

令和 年（ ）.第 、号 ● ◆ ウ ● 凸 ●

令和 年（ ）第 号 ● も ● ● D C

、

令和 、年（ ）第 号 ● ● ● ● 、 ●

令和 年（ ）第 号 ● ロ ● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ■ ● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

令和 年（ ．）第 号 ● ● 卓
◆ ● ● ①

令和 年（ ）第 号 ● ● ◆ ● ● □



(別紙87）

(別紙様式第5）

予納登記印紙保存簿

一
一
④

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月日 摘 要 印

令和 年（ ）第 号
■ q ■

● ●
● .● 、 ■

令和年（ 〉第 ・号 ゆ ●
● ●

■ ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
、 ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ■
● ◆ ● ◆

ー

令和 年（ ）第 号 句 ●
句 ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
■ ● ● ◆

令和 年（ ）第 号 p ●
● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 q ●
● ●

● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
■ ●

● ●

令和 年（ ）第 号 ● ･も

□ ● ● ●



(別紙88）

(別紙様式第6）

令和 年 月 日

裁判所物品管理官殿

裁判所 訟廷管理官

物品（収入印紙等）取得通知書

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経

過した別紙記載の口収入印紙 について，同条第2項の規定により物品管理官へ
口登記印紙

引き継ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します。
》

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名

の記載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

印紙の種類は，該当する□に‘/を付す。
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(別紙）

口収入印紙
調書

口登記印紙
引継

(注） 印紙の種類は，該当する□にyを付す。

総額 円
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口収入印
引継
口登記印

紙

明細書
紙

‐ 金種
リ

｢一再｢有「『可 再'－－可一再｢一両事件番号

合計額｜ 備 考
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可
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匪
一
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鄙

署一篝ト； XI 妙

謙二巽五謁一』
牢） 同】紐の轌狸
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(別紙89）

(別紙様式第7）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

主任書記官○○○○(訟廷管理官○○○○)が管理する予納収入印紙及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

令和○○年○○月○○日

O○○○裁判所○○首席書記官○○○○

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官O○○○
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(別紙90)

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納登記印紙及び帳簿等

について，令和OO年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と．認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

令和○○年○○月○○日

○○○○裁判所O○首席書記官○○○○

(注）

1該当する事項の□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

3首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は,次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○
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(別紙91）

(別紙様式第9）

《

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記1の損傷した予納収入印紙について，下記2のヨ
｡ 〆

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

下記2の裁判所職員の立会いの下， 下

記

1 損傷した予納収入印紙

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

寡

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。
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(別紙92）

(別紙様式第10）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記1の損傷した予納登記印紙について，下記2の：

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。
下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記

1 損傷した予納登記印紙

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。

ｰ
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事務総局会議資料幕ユ
（ 3月ユョ日開催）

令和3年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）

’
Ｔ
１
０
Ｂ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｄ ’ ’所属庁 功労業務 氏 ,名

｜ ‐

1／2



4

令和3年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）

功労業務’ ’ ｜ 氏 名 ’所属庁
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靜寵竜講料隼’

(令和3. 3. 30刑二印）

刑事訴訟規則の一部を改正する規貝ﾘについて

（配布資料目録）

1 刑事訴訟規則の一部を改正する規則案

2刑事訴訟規則の一部を改正する規則制定理由

3刑事訴訟規則の一部を改正する規則新|日対照条文
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(配布資料2）
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事務総局会議資料竿ユ
（ 夕月30日開催）

(令和3. 3. SO刑二印）

金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する

規則の一部を改正する規則について

（配布資料目録）

1 金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規貝Iの一部を改正

する規則案

2金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正

する規則制定理由

3金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正部を改正

する規則新旧対照条文



9

(配布資料2）
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